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１．日   時 平成２５年３月１９日（火）      午前１０時０１分開会 

                        午後 ３時０４分閉会 

 

２．場   所 議場 

 

３．出 席 委 員 牟田学委員長、仮屋園一徳副委員長、出口徹裕委員、 

 竹原恵美委員、石澤正彰委員、松元薫久委員、牛之濱由美委員、 

 中面幸人委員、濵﨑國治委員、野畑直委員、大田重男委員、 

 鳥飼光明委員、山田勝委員、木下孝行委員 

 （濵之上大成議長） 

 

４．欠 席 委 員 岩﨑委員 

 

５．事務局職員 議事係長 牟田 昇、議 事 係 寺地 英兼 

 

６．説 明 員 ・西平 良将 市 長  ・馬場 義孝 副市長 

 

  ・財政課        ・都市建設課 

  花田 清治 課 長   飛松 義行 課 長 

  児玉 秀則 課長補佐  浜崎 久朗 係 長 

  上野  茂 係 長 

  牧尾 浩一 係 長 

 

 ・農政課        ・総務課 

  内園 由幸 課 長   上野 正順 課 長 

  山平 俊治 課長補佐 

 

 ・企画調整課      ・健康増進課 

  花木 雅昭 課 長   佐潟  進 課 長 

 

 ・市民環境課 

  松永 正美 課 長 

 

７．会議に付した事件 

・議案第３０号 平成２５年度阿久根市一般会計予算 

・議案第３１号 平成２５年度阿久根市国民健康保険特別会計予算 

・議案第３２号 平成２５年度阿久根市簡易水道特別会計予算 

・議案第３３号 平成２５年度阿久根市交通災害共済特別会計予算 

・議案第３４号 平成２５年度阿久根市介護保険特別会計予算 

・議案第３５号 平成２５年度阿久根市後期高齢者医療特別会計予算 

・議案第３６号 平成２５年度阿久根市水道事業会計予算 

 

８．議事の経過概要 

  別紙のとおり 
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予算特別委員会 ３月１９日（火）              開会 １０時０１分 

 

審査の経過概要 

 

（財政課入室） 

予算特別委員長（牟田学委員） 

きのうに引き続き予算特別委員会を開会いたします。  

 

○［議案第３０号 平成２５年度阿久根市一般会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

議案第３０号平成２５年度阿久根市一般会計予算を議題とし、財政課所管の事項について

審査に入ります。 

課長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について簡潔明瞭にお願い

します。 

花田財政課長 

先の本会議において、予算特別委員会に付託になりました議案第３０号平成２５年度阿久

根市一般会計予算のうち、財政課所管の事項について御説明申し上げます。 

歳出から御説明申し上げます。予算書の３７ページをお開きください。第２款総務費１項

総務管理費５目財政管理費２６４万１千円は、財政運営等に関する事務費であり、１３節委

託料の財務諸表連結等支援業務は、本市の一般会計、特別会計等を連結して貸借対照表等を

作成するための経費であり、本年度からこれらの公表を行うことにしております。７目財産

管理費１億３，９８７万７千円は、潟土地区画整理事業地内の旧保留地４筆を除く土地開発

公社所有の土地の買い戻しが平成２４年度で完了したことなどにより、対前年度１億１，５

７６万４千円の減であり、１１節需用費における公用車の修繕費、燃料費、部品等の購入な

どの経費１，４２３万円、１２節役務費における車検、自賠責保険等の経費４３０万４千円、

１３節委託料におけるマイクロバス等の運行管理委託料などの経費６６０万７千円、３８ペ

ージの１７節公有財産購入費における土地開発公社が保有している潟土地区画整理事業地内

の旧保留地の購入経費及び旧国民宿舎の客室の空調機器購入経費９，３３２万６千円、１８

節備品購入費における公用車２台購入などの経費６５７万２千円、２５節積立金における説

明欄記載の利子分や旧国民宿舎の賃貸料など１，２２２万円の１，２９２万６千円が主なも

のであります。なお、１７節公有財産購入費９，３３２万６千円のうち土地区画整理地区内

旧保留地の購入経費につきましては、都市建設課所管であります。１１７ページになります

が、第１２款１項公債費１目元金１１億３８５万２千円は、市債の元金償還額であり、今月

予定している市町村振興資金の繰上償還の影響などで、対前年度６，０５９万８千円の減と

なっております。１１８ページになりますが、２目利子１億３，９８４万８千円のうち財政

課所管分は、市債の償還に係る利子１億３，８８６万円であります。第１４款予備費は、１，

５００万円を計上いたしました。１６ページにお戻りください。 

次に、歳入について御説明申し上げます。第２款地方譲与財１項１目地方揮発油譲与税３，

５００万円は、対前年度５百万円の減であり、地方財政計画では１．７％の減となっている

ことや、過大見積もりによる歳入欠陥を生じないように考慮して計上いたしました。２項１

目自動車重量譲与税９千万円についても同様の趣旨により、対前年度１千万円減額したとこ

ろであります。第６款１項１目地方消費税交付金１億８千万円は、地方財政計画におきまし

ては１．０％増でありますが、前年度同額を計上したところであり、過大見積もりが生じな



- 173 - 

いように考慮したものであります。１７ページになりますが、第７款１項１目自動車取得税

交付金１，８００万円は、地方財政計画上における自動車取得税の収入見込みが８．１％減

になっていることなどを考慮して、対前年度２００万円減額して計上いたしました。第８款

１項１目地方特例交付金４００万円は、地方財政計画１．６％減などを考慮して計上いたし

ました。第９款１項１目地方交付税は、地方財政計画では２．２％減となっていることや、

歳入欠陥が生じないように考慮し、普通交付税は、１億４，５００万円減額の３５億円、特

別交付税は前年度同額の５億５千万円、合わせて４０億５千万円を計上いたしました。２１

ページになりますが、第１３款国庫支出金２項国庫補助金１目総務費補助金１億８，３１０

万円は、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金、いわゆる「地域の元気臨時交付金」であり、

国の平成２４年度補正予算に基づき交付されるもので、投資的経費に充当するものでありま

す。２６ページになりますが、第１５款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入２，８

０７万１千円のうち、財政課所管は、説明欄記載の教職員住宅分を除くものであり、桑原城

工業団地内の太陽光発電事業用地を含む３３件の土地の貸付料８３５万８千円、旧国民宿舎

の土地・建物の貸付料１，２２１万円が主なものであります。次のページにかけての、２目

利子及び配当金３５６万３千円のうち財政課所管分は、財政調整基金、減債基金、市有施設

整備基金、土地基金、市民交流施設整備基金の基金利子、株式配当金が主なものであり、出

資配当金及び物品調達資金益金は科目設定したものであります。２項財産売払収入１目不動

産売払収入１億１万円のうち、財政課所管は１万円であり、科目設定したものであります。

２目物品売払収入１千円も科目設定したものであります。第１６款１項寄附金１目一般寄附

金２０万１千円のうち、財政課所管は１千円であり科目設定したものであります。２８ペー

ジになりますが、第１７款繰入金１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金３億６，４５３万

８千円は、対前年度１億１，９４３万２千円増であり、一般財源不足額を繰り入れるもので

あります。２目減債基金繰入金３，３００万円は、対前年度６，７００万円の減であり、公

債費に充当するものであります。４目市有施設整備基金繰入金１億４，８１３万５千円は、

救助工作車購入のために基金積立を行っていた５，４４１万円の取り崩しや市道改修事業等

の充当財源として繰り入れるものであります。第１８款１項１目繰越金は、５千万円を計上

いたしました。２９ページになりますが、第１９款諸収入５項４目雑入５，８５１万９千円

のうち、財政課所管は３０ページの下から２行目の全国市有物件災害共済会解約返戻金１千

円で科目設定したものであります。次のページの上から３行目の旧国民宿舎維持修繕等負担

金は３５５万円を計上いたしました。下から８行目の公用車広告料１万円は科目設定したも

のであります。３２ページになりますが、第２０款１項市債１５目臨時財政対策債３億８千

万円は、対前年度３千万円の増でありますが、地方財計画での１．３％増、平成２４年度の

実績額などを参考に計上したものであります。 

以上で、説明を終わります。なお、質疑に対する答弁については、私、課長補佐、担当係

長が御説明申し上げます。以上でございます。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

出口徹裕委員 

３７ページの２款１項７目８節の市有地境界立会謝金なんですけれども、これはどこに払

うんですか。 

花田財政課長 

これは市有地の貸付地とか、いろんな境界確認をする前段として、例えば自治会の会長さ
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んとか、そういった方にこっちで境界確認の前にいきさつとか、あるいはそういった土地の

状況を立ち会ってもらうために、そういった区長さんとか、こっちがお願いした方に支払う

ように科目設定したものであります。以上です。 

出口徹裕委員 

公共事業を、例えば道路とか、河川とかする際に、きのうちょっと都市建設課長に確認し

たんですけれども、実際はそういう事業をする際にはですよ、立会費というのは見てないで

すよね。なんでこれだけ見るのか教えてください。 

花田財政課長 

これは境界立ち会い等の立会費ということで支払う部分ではないです。例えば、校区に貸

し付けている土地とか、いろんな普通財産をもってるですが、そういう部分について、例え

ば市の市有地をそういったどうしても、利害関係者ということじゃなくて、こちらのほうで、

例えば地域の貸付先の区長さんとか、そういった方に、例えば地上権の立木のそういった部

分とか、あるいはどういった貸付状況とか、そういったときにお願いするために、お願いし

た場合に支払いが必要であれば支払うためにここについては科目設定したと。境界の確認の、

いわゆる利害関係者として謝金を組んでいると、こういうことではあります。以上です。 

出口徹裕委員 

今いちよくわからないんですけど。利害関係者でないということなんですけど、実際ほか

でいってもですね、例えば売る、売らないの利害関係者のほかに、公共事業で言っても売ら

ない土地の人たちの立ち会いもあるわけですよね、実際は。例えば、今で言えば隣接地とい

う人たちがいますよ。そうしたときにですよ、道路とか何とかとつくるときには、確かに住

民が望んだものだからという意見があるかもしれないんですよ、そこはですね。ですけど、

その回りの人たちは関係ないわけじゃないですか、実際買収されない人たちというのは。だ

から、そこには利害関係は発生してないわけですよね。何でこれだけ払うのかなというのが、

ちょっといまだに納得いかない面があるんですね。ですから、これは必ず払われるものでは

ないということの理解でいいんですか。 

花田財政課長 

これはもう済んだことなんですけど、例えば校区に普通財産を、いわば貸付なんかをする

際に、あるいは解除する場合なんかが出てきたときに、例えばその貸付地の立木なんかの状

況とか、そういったどうしても地域の区長さんとか、そういった人との立ち会いなんかが生

じた場合にこっちから現地でお願いする場合が考えられるわけですね。そういったときに現

地に御足労願うときに支払う必要があれば支払わないといけない、そういった部分での謝金

を科目設定してあると、こういうことであります。境界の確認ということではないんですけ

ど。 

出口徹裕委員 

あんまり話がかみ合ってないような気がするんですけど、結局、出てきたときにというこ

とであればほとんど一緒じゃないかなという気は私はしてるんですよね。というのが、一つ

はですね、何でこういうことを言ってるかというと、財政課長にこういう話をしてはいけな

いかもしれないんですけど、土木とかそういう関係の中ではそれが妨げになってることがあ

るわけですよ。実際、こういう形で、いえば謝金を払うことによってある程度気持ちよく来

てもらうという気持ちだというのはこれ見て理解します。ですから、ほかのところでないこ

と自体が私はおかしいなと思ってるわけですよね。土地を買収にかからなくて、今は法務局

になんにしても立ち会いをしてもらわないと、要は買収できないことになってますよね、印

鑑もらわないと。昔みたいに簡単にできないようになってますから、写真とかまできれいに
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とってしないといけないわけですよ。ですから、こういうふうに見るのであればですよ、同

じ条件だというある程度考えはもって、認識としてよその課もある程度統一していくべきだ

と思うのでですね、そこらはこういう費用をみるのであれば、これは私はおかしいことだと

は思ってないんですよ。これは当然やるべきことだと思ってます。だから、ここだけでやる

んではなくて、そういう認識をですね、もっと庁舎内でも話をしていただきたいなというこ

とで、一応要望で終わります。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

松元薫久委員 

３７ページの２款１項５目の財産管理費の中の１３節委託料の財務諸表連結等支援業務２

４０万円はどこに委託されるのか。新しく始めるという先ほどの説明でしたけど、どういう

流れでされるのか、教えていただきたいと思います。 

花田財政課長 

この財務諸表の業務委託につきましては、夕張市の問題が発生したのを受けて国がそうい

った公会計制度を立ち上げております。そういうことで、鹿児島県の自治体は全自治体だと

いうふうに考えておりますけれども、そういった総務省基準の公会計制度に基づきまして財

務４表を、一般会計だけじゃなくて、他の特別会計等も合わせまして、財務４表を作成して、

いわば通常の簿記ですね。そういった発生主義にあわせてそういった財務諸表の作成をそれ

ぞれどの自治体も作成をしているわけですけれども、そういう業務を阿久根市においては、

地域経済研究所というところに委託をしているところです。そういうことで平成２５年度は

それを公表すると、そういう予定でございます。 

松元薫久委員 

要するに市の一般会計、特別会計の財政状況というか、内容をもう少しわかりやすく一般

の市民に知ってもらうという作業で理解していいんですよね。 

花田財政課長 

そのほかに、通常の企業会計に準じたそういった財務諸表をつくって、そういった他市と

の比較とか、発生主義に基づいた、何と言ったらいいんですね、そういった負債とか、資産

とか、そういった状況がどの程度あるのかというのを同じ基準で、いわばそれぞれの自治体

同士を比較して財政の健全化を図っていこうと、こういう趣旨で作成するものであります。

以上です。 

松元薫久委員 

今の件は今の説明でよくわかりました。あとですね、もう１点聞きたいんですが、予算の

具体的な部分ではないんですれども、新年度予算に市単独の事業がたくさん組まれますけど、

都市建設課等ですね。課長と話をさせてもらったときに、市単独事業の一般管理費というか、

事業者の経費というか、そういったものを県並みにできないのかというふうな声も業界から

上がってますっていうことを、課長が検討していかなければならないというふうな回答をい

ただいたんですけれども、このタイミングでそういうものを見直すという考えはないですか。 

花田財政課長 

松元議員の御指摘につきましては、そういった現場管理費等の問題だろうと思いますけれ

ども、それは平成２５年度から見直して執行するようにしているところでございます。以上

です。 

松元薫久委員 

県並みにということでいいんですか。 
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花田財政課長 

そこにつきましては県内でもそれぞれ率が違うんだろうと思います、自治体間ですね。そ

ういうことで、本市もそういった部分をあわせてやっていこうというふうに。そういったと

ころについてはまちまちなものですから、ある程度そういった事業者の方にも長年我慢して

いただいておりますので、そういったところをできるだけなくしていこうという趣旨で、今

年度からについてはしっかりとそういう部分は見直していこうと、こういうことで御理解い

ただきたいと思います。以上でございます。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

これは教えていただきたいんですけども、ページ、３２ページの歳入のほうで、２０款１

項１５目１節で、臨時財政対策費です。これ、前年度比で３千万ふえまして３億８千万なん

ですが、これ、２５年度までのすべて国からまたくるお金、市債をたてるということなんで

すけど、これに頼ってる状態、この状態、何かこれからの先を見て来年度から以降の措置も

先を見て、今の時点、財政状態としてこの臨時財政対策費３億８千万をたててるという状態、

もうちょっと説明をもらえませんか。 

花田財政課長 

臨時財政対策債につきましては、地方交付税の補てんという意味合いが非常に強いわけで

して、元利償還金の全額が基準財政需要額で補てんされると、こういうことになっておりま

すので、ある意味では交付金に準じたものであります。そういうことで、臨時財政対策債に

つきましては、いわば市の持ち出しがない財源ですので、しっかりとここは限度額いっぱい

借り入れを行って財政運営に努めていくと、こういう考えでおります。以上です。 

竹原恵美委員 

２５年度まででは今ないですか。これ以降というのも経緯状況としてこのお金を予定せず

におけるもの、今の時点で、そういうふうに運営できますか。 

花田財政課長 

この臨時財政対策債は国の地方財政対策に基づき、国が地方公共団体の財源を補てんする

ために設けられた財政措置でもありますので、そういう部分につきましてはしっかりとそう

いうのを利用して、いわば限度額まで借り入れを行って市の持ち出しがないようにしていき

たいと、こういうふうに考えております。以上です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

いいですか。ほかにありませんか。 

濵﨑國治委員 

先ほどの松元委員の質問に対しての、いわゆる現場経費関係ですけれども、２５年度から

見直しをされるということであります。これはかなりですね、業者の方からは厳しいという

状況の中で、何とか引き上げという声は多く聞いてるところなんですけれども。先ほどの質

問の中で県並みですかということから、いえ各市町村で違うというお答えをいただいたんで

すけれども、ただ、積算の段階でその辺を懸念するわけですけれども、財政課長の考えはど

うでしょうか。 

花田財政課長 

私としてはある程度、そういった部分については県に準じてやっていきたいというふうに

考えているところです。以上です。 

濵﨑國治委員 
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今後ですね、財政課のほうで庁内をですね、きちんと整理されて、そういう方向でお願い

したいと思います。以上です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

出口徹裕委員 

統括してやってる分で、浄化槽管理のやつを発注されると思うんですけれども、よその課

で聞こうと思ったんですけど、たぶん中身についてはわからないだろうと思って聞かなかっ

たんですが、最低価格とか、そういったような価格を試算する際はどのような見積もりをと

ってやってるのか、もう１回教えてもらっていいですか。 

花田財政課長 

これにつきましては平成２４年度の業務を発注する前段に、２４年の１月くらいだったと

思いますけれども、５項目だったと思います。人件費とか、技術料とか、抜き取り料とか、

薬品代とか、そういった５項目について、市内の３業者にそれぞれどれくらい経費がかかる

のかというのを試算をお願いして、それを参考にそれぞれの浄化槽に基づいて予定価格を決

めたところであります。最低制限価格につきましては委託料の随意契約の限度額となってお

ります５０万円を超える額に、確か７件あったと思いますけれども、その分について最低制

限価格を設けたところであります。平成２５年度につきましてもそれに準じてやっていきた

いというふうには考えているところです。以上です。 

出口徹裕委員 

歩掛って考えていいんですかね。それとも価格なんですか。そこをちょっと知りたいんで

すよ。 

花田財政課長 

これにつきましては、そういった歩掛等については示されておりませんので、それぞれそ

ういった業者の項目別にどの程度かかるかというのを見積もりをお願いして、それを参考に、

ほんならそれぞれの項目ごとにこの程度は必要だろうというふうに、それを取りまとめて一

つの額とした部分でございます。何か、図書にこれは幾ら、これは幾らというふうに示され

ているわけではありません。 

出口徹裕委員 

認識のそれぞれの違いなんであわないところはあるんですけど、要は高い、安いという話

もいろいろ出るんですが、歩掛じゃないこと自体が問題じゃないのかなと私は思ってるんで

すね。結局、くみ取りをしますよね、例えば、それに対して何人要りますというのが、いえ

ば積算だったら本がありますよね、いろいろと。そういうのに載ってなくても阿久根市とし

て標準的にここは何人いると、その作業にですよ。０．５人とか０．３人とかありますよね。

でしたときに、それの人件費というのがある程度毎年、例えば標準的に世の中が、例えば給

料が上がりますよってなったときには、歩掛というのは変わらないわけじゃないですか。だ

けど、給料とか日当というのは変わっていくわけですよね。だから、その考え方自体がちょ

っとおかしいんじゃないのかと思ってるわけですよ。要は、その作業をするのにはその人数

でいいわけですよね。その金額でするわけじゃない。だから、その標準的な日当、日額とい

うのを、例えばそれはどんくらいかかるかというのは難しいところだと思いますよ、どこに

合わせるのか。だけど、それをする作業の人数というのはよほど機械が変わったりしない限

りはですよ、本当は変わらないわけですよ。今、課長が言われたまた前の年に準じてという

話が出ましたけど、それだと、今後ずっと変動がないという話ですよね。ある程度きたとき

に人件費の見直しをするのかもしれないですけど。だけど、そこは本当は役所としては毎年
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人件費の見直しはある程度してもですよ、歩掛というのは変わらないのは当たり前だと思う

んですね。だから、そこらはですね、もうちょっと金額だけを見てするんではなくて、この

人槽に例えば対して、ちょっと仕組みは違うかもしれないですけど、大体この人槽であれば、

この人数でこういう作業が必要だと。薬品に関して言えば、それはある程度何が何リッター

いるとかというので出せるんであれば出せればいいと思いますけど、基本的にそういうお金

の考え方のやりとりをするもんだからおかしいんじゃないか、高くつり上がったんじゃない

か、どうなんだってなったときに、結局標準的なものは何も持たないということになるじゃ

ないですか。その出されたものの金額に対して評価をするというのであればですよ、そこは

いえば誰がどうとかというわけではなくて、みんなお金は欲しいですよね。ですから高めに

出して、それが標準だと言われてしまえば。だけど歩掛でもってれば、そこは問題はないと

私は思うんですね。その辺りはどう思われますか。 

花田財政課長 

ちょっと説明が不適切だったかもしれませんけれども、そういった、例えば、一定規模の

浄化槽については何人で、金額は幾らで何時間かかるというのは、それは持っております。

それに基づいてそれぞれのお願いした業者の３業者にそれぞれ積算をお願いした価格を参考

にして、そこについては例えば人数、それとそういった賃金ですね。そういった部分を積算

してやっているところでございます。それを歩掛というならそういった、特に具体的にそう

いった冊子にまとめられている部分ではないんですが、一定程度の基準というのは持ってい

るところでございます。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３０号中 財政課所管の事項についての審査を一時中止いたします。 

（財政課退室） 

それでは各課等の質疑が終了いたしました。 

ここで総括して各委員の意見を伺います。 

ありませんか。 

［発言する者あり］ 

ここで休憩に入ります。 

 

（休 憩 １０：４０ ～ １１：０３） 

 

予算特別委員長（牟田学委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

ここで各委員の意見を伺います。 

山田勝委員 

売却せないかん市有地の値段の設定について、イコール、都市計画区域内の保留地の売却

についてをですね、お尋ねをしたいですので、関係課長を一緒に呼んでください。それと地

方債について。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

出口徹裕委員 

６４ページの４款１項４目８節のごみ減量推進協議会の謝金について、ごみの減量化につ
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いて市長の考えをお聞きしたい。 

松元薫久委員 

同じく６４ページ、１項３目１１節需用費のワクチンの件について、市長にお尋ねしたい

と思います。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

鳥飼光明委員 

４５ページ、１８目市民交流施設費の中の１３節委託料８，２１０万５千円の中で、阿久

根市民交流センター仮称設計業務委託について、市長の見解を伺いいたします。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

ページ、７０ページ、６款１項３目８節報償費です。農政課の未来につなげる阿久根市農

業を創造する調査検討会、ひと・農地プラン作成検討委員会出席謝金についてお尋ねします。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

はい、わかりましたか。 

［発言する者あり］ 

山田勝委員 

高齢者の交通弱者の交通手段について、乗合タクシーの実施方法について。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

それでは整理して申し上げます。 

２款１項８目１９節乗合タクシーについて、２款１項１８目１３節阿久根市民交流センタ

ー設計業務委託料について、４款１項３目１１節ワクチン導入事業について、６款１項３目

８節ひと・農地プラン作成検討委員会、未来につなげる阿久根市農業を創造する調査検討会

の内容について、次に、２款１項７目１７節土地区画整理地区保留地等について、次に、歳

入で２０款１項市債について、４款１項４目８節ごみ減量推進協議会謝金についてですね。 

山田勝委員 

もうわかってるだろうけど、９０ページのね、都市建設課の備品購入費について。これは

畳みかけてもう一遍市長に言わないかんと思ってるんですが。去年７月から不良になってい

るのを今日までおくことに、これはわざいか大きな問題があると思う。 

予算特別委員長（牟田学委員）  

はい、わかりました。 

もういいですか。 

今申し上げたほかにですね、追加として９０ページ、備品購入について質疑をうけたまわ

りました。 

以上のことを質疑することとし、市長並びに各所管の課長の出席を求めたいと思います。 

出席があるまでこの際、暫時休憩します。 

 

（休 憩 １１：１２ ～ １１：４４） 

 

（都市建設課、財政課入室） 

予算特別委員長（牟田学委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 
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財政課長、都市建設課長に出席をいただきました。 

初めに、議案第３０号中、山田委員より２款１項７目１７節に関して質疑をお願いいたし

ます。 

山田勝委員 

私は３８ページの話をしたんですけど、８款土木費の中の、これは潟のね、都市計画区内

の保留地売却について話なんですよね。きのうの話で、去年、一つの補助制度をつくったけ

れども売れてないということで、やはり単価の見直しをすべきだということをね、もう一遍

この話をせないかんと思うんです。それともう１件は財政課長が管理してます市有地の売却

について、特に歳入の中では財産収入、不動産売払収入ということでね、歳入では１億１万

円上げてありますけど、不動産売払収入の状況はどうなのか、そして単価はどのような形で

決めてるのかお尋ねしたいと思います。まず、都市計画区域内の土地から。 

飛松都市建設課長 

山田議員にお答えいたします。委員会でもお答えいたしましたが、まず初めに旧保留地の

単価の決定につきましては、平成２４年度の固定資産課税評価価格をもとに、鑑定額に法面

補正を施した額になり、今回につきましては固定資産の評価額を０．７で割り戻した額、鑑

定額を基準に決定を行っておる状況でございます。これにつきましては確かに売れてないと

いうような状況もございますが、固定資産税の課税評価額とですね、今回の価格につきまし

て５％程度の以上の開きが出てきた場合については価格の見直しをするということで検討委

員会でも言われておりますので、そういう方向で今後はまた見直していきたいと、このよう

に考えております。 

山田勝委員 

去年ね、潟土地区画整理事業地内定住促進補助金としてね、ことしも１千万円あるよ、あ

るけど、そういう制度をつくってもなお売れないちゅうのはね、どれだけ固定資産評価の何

かつっても、実勢価格より高いちゅうことなんですよね。例えば、１００万円もらってです

ね、１００万円もらってもらいもうけだという気持ちにならないと、１００万円もらってと

んとんではね、買い手はないという気がするんですよ。だから、思い切って下げないと、ぞ

れは以前に買った人との問題もあると思いますけど、それはときの流れだからどうしようも

ないですよ。だから、もっと踏み込んでやらないとイコール不良財産をずーっと持ってるだ

けの問題だと思いますけどね、課長。 

飛松都市建設課長 

確かにおっしゃる意味もわかるでんすが、そこらの地区内に住んでいらっしゃる方々ので

すね、土地の評価関係の入手を受けてですね、されてる方の評価がまた下がっていくとか、

いろんな問題もあると、このように考えております。そういうことから言いますと、委員会

の中でも今後どのようにやっていくのかと検討委員会の中でも意見が出されまして、検討委

員会の中におきましても、確かに固定資産の評価額と５％程度以上あれば随時見直していく

ということでございますので、４月の段階で、そういう段階でわかってきますので、そうい

う段階においてもそういう開きがあったら随時見直していくという計画で今現在やっている

ところでございます。 

山田勝委員 

７月にね、７月に見直すということだからね、これ以上私も突っ込んでもしょうのない話

だけど、現実にはね、例えば国道３号線沿いもずうっとこう見て回ってもですね、坪３万円

で売買するところもあればですね、坪５万で売買されるところもある。でも、現実には売れ

るところはそれなりの値段のものでないと売れないですよ。例えば、必要だと思ってる人が
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そこにつくりたいと思わなければ売れないんですよね。だから、ここはもう課長ね、思い切

って踏み込んでやらないことには、隣の人が隣の人の土地まで下げることになるという話も

ありますよ。しかしながら、隣の人の土地まで下げることになるから公用地は売れないとい

うのは理屈にもならないしね、理由にも私はならないと思いますよ。ですから、ことしこそ

は本当に売れるようにね、思い切ってやはりね、ニーズにこたえられるようなことをして欲

しい。もうちょっとお尋ねしますけど、問い合わせがありますか。 

飛松都市建設課長 

土地の申し込み関係については１０件くらいの意見が、見に来たりとかですね、そういう

ところは１０件ぐらい今現在あります。 

山田勝委員 

検討するということで見に来られた、聞きに来られたという人は１０件ぐらいあるという

ことですね。その結果、どれくらいまで進展しましたか。見に来た、話を聞いただけですか。 

飛松都市建設課長 

確かに見に来られたんですが、いろいろと価格の問題、それから土地の格好、そういう問

題を目視されましたけれども、まだ、申し込みまではいたってないという状況でございます。 

山田勝委員 

これ以上ね、言っても始まらないから、この件については終わりますけどね、ほんとに実

勢価格、買いたいという値段の提示しないとね、売れないと思うよ。これはわざわざ売るた

めにね、予算化して、売るために補助金も出そうとしてるわけでしょう。結果としてゼロで

したではね、行政効果はゼロだったということでしょう。行政を執行する側としてはね、実

績ができなかったという話ですからね。 

飛松都市建設課長 

先ほど１０件ということがあったんですが、価格の設定の前につきましては１件は売却が

あったということがありました。それで、確かにですね、実勢価格の問題に入っていくわけ

なんですが、所管課としましても単価を下げまして、そういう中で今後売れる状況の情報発

信をやるとともに、さらにそこらで実勢価格と５％程度の差が開きましたら早急に検討委員

会を開始しながら、そこで検討させていただきたいとこのように考えております。 

［山田勝委員「了解」と呼ぶ］ 

花田財政課長 

それでは市有地の状況についてということでありますけれども、普通財産についても山田

議員御指摘のとおりなかなか売れる状況にはないのが現実でございます。その中で財政課と

いたしましては定住促進の観点等から、そういった、例えば今の都市建設課長が申し上げま

したとおり、区画整理事業地内のまだ旧保留地が残っているということ、そういった部分が

ある関係でなかなか申請が財政課のほうにきていない状況でございます。ちなみに平成２４

年におきましては５件の売却があったところでございます。それから単価の設定についての

お尋ねでありましたけれども、単価の設定につきましては、そういった申請等があった段階

で不動産鑑定評価をとっているところでございます。そういう中で、不動産業者に聞き取り

するとか、あるいは金融機関に聞き取りするとか、あるいは相続財産の評価とか、そういっ

たもろもろの評価額を参考にして単価というのは決定しているところでございます。以上で

ございます。 

山田勝委員 

そんならね、２７ページの不動産売払収入の１億１万円ですね、去年は６千万ですけどね、

ことし４千万ふえた理由は何か、目標はあるんですか。 
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飛松都市建設課長 

開発公社からの買い戻し金であります。大変失礼しました。潟の旧保留地が１億円程度売

れるということを前提としました金額でございます。 

山田勝委員 

これはあれですか、市民交流センター用地も入ってるんですか。 

飛松都市建設課長 

それについては入っておりません。 

山田勝委員 

潟の都市計画区域内の土地がことしは１億売れるだろうということで売れるかもしれない

けど、売れないかもしれないけど、とりあえず予算は１億あげました、こういうことですね。 

飛松都市建設課長 

売れる努力をして１億ということで決定をしております。 

山田勝委員 

そういうことでしたら努力してね、それから他の市有地もあるじゃない。他の市有地もや

っぱりね、売る努力をして、私が本会議で言ったようにですね、例えば阿久根市が委託する

事業、いろんな事業があるじゃない。公民館をつくるとか、あるいは福祉施設をつくるとか、

介護施設をつくるとかというときもね、まずは市の公用地を売れるところがあったらそこに

つくってくださいとお願いせないかんと思いますよ、財政課長。そういうふうにしないとね、

減らないですよ。私の知ってる限りね、黒之浜にも何カ所てあるじゃないですか。入口にも

あれば先にあるし。だからそういう目で見ればね、もうちょっと動くのかなと思いますよ。

しかもそのときになるべくたこ売らんごとせないかなな。市有地を買えばちった安かどって

いう気持ちにならないと、市有地に手を上げないですよ。わかりましたか。 

花田財政課長 

なかなか価格の設定というのは難しいというふうに考えております。安く売れば結局ある

意味では市民の財産ですから、不当に安く売ることにもなります。やっぱり適正な価格とい

うのが必要だろうというふうに考えております。そういうことで、そういった話があった場

合は鑑定評価をまずとって、それからいろんなそういった価格の情報を聞き取りして設定し

ているところでございます。以上です。 

山田勝委員 

とにかくね、頑張ってください。売ってください。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

次に、議案第３０号中、山田委員より２０款１項地方債についてに関して質疑をお願いし

ます。 

［発言する者あり］ 

（都市建設課退室） 

山田勝委員 

財政課長、地方債の種類についてあなたとこの前からいろいろね、私はわからないから聞

くんですからね、わかりやすく教えてくださいよ。例えば今回市債で出ておりますね、地方

債の種類をね、教えてください。 

花田財政課長 

平成２５年度の市債につきましては、全体で１０億９，３００万ほどありますけれども、

主な事業としては過疎対策事業を、これは財政課サイドの申請する額というふうに考えてい

ただければいいんですが、５億程度。それから先ほど説明いたしました臨時財政対策債を３
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億８千万、あと残りを公共事業債とか、それから一般単独事業債、それと県の市町村振興資

金等を活用したいというふうに考えているところです。以上でございます。 

山田勝委員 

そんならね、ここに、３２ページにある、大したことはないじゃないですかね、量そのも

のは。これを一つずつ、これは過疎債です、これは何です、ちょっと教えてください。 

花田財政課長 

まず、総務債につきましては、一般単独事業債、あるいは過疎対策事業債を、財政課とし

ては過疎対策事業債を申請したいと考えておりますけれども、これにつきましては国の地財

対策の関係で過疎対策事業債がはまらない可能性もあります。そういうことで見込みといた

しましては過疎対策事業債、もしくは一般単独事業債で充当したいというふうに考えている

ところです。それから、次の企画債つきましては過疎対策事業債を予定しているところでご

ざいます。 

山田勝委員 

私の議案書とあなたの議案書と違うのかなと思ってるんです。 

３２ページのですね、市債。 

［発言する者あり］ 

ごめんなさい。３１ページとですね、３２ページのこの市債をね、それぞれにこれは何、こ

れは何というふうに、もういいですから書いてね、やってください。これは何を使いますよ、

これは何を使いますよ、書いてやってください。それと充当率も入れてですね、これは過疎債

で何パーセントが後年度負担します、一般財源はこうですよというのをね、ちゃんと書いて提

出してください。それから、もう時間もきたんですけどね、この前の話をしましたよね。補正

予算債についてですね、あなたときばって話をしましたよね。私は何でかって、わかりやすく、

あなただけじゃなくて、私たちがわかりやすく説明してくれないと、わからないんですよね、

関連があるから、全部ひっくるめて。なら補正予算債について説明してください。 

花田財政課長 

補正予算債についてのお尋ねでありましたけれども、地方公共団体が起こす地方債につき

ましては、厳密には補正予算債というのはございません。先ほど申し上げましたとおり公共

事業債とか、それから過疎債とか、そういった起債の種類でございます。ただ、国の補正に

ともないまして地財対策として地方債の見込みを国のほうでたてて、その範囲で予算措置す

るわけですけれども、それにつきましては景気対策等の兼ね合いで国は補正すること等もあ

りまして、後年度、基準財政需要額で原則補てんされます。そういうことで、いろんな起債

の種類はあるんですけれども、いわば財政措置という観点では一括りとして国の補正に絡ん

で地方公共団体が起こす地方債については、国のほうで一括りで財政措置をする関係で補正

予算債という名称を用いていると。補正予算債の中にも過疎債とか、公共事業債とか、地方

債の種類としてはあると、こういうことでございます。 

山田勝委員 

私が頭が悪いからかもしれん、あんまいわからんわけおな。私はインターネットでね、と

ってみましたよ、総務省の。これはよくわかる。平成２３年度の補正予算についてはですよ、

２３年、２４年の国の補正予算については公共事業債、とにかく公共事業債についてはです

ね、公共事業債については後年度基準財政需要額で見ますよと、こういうことでしょう。と

ころが、あなたがあとからきた消防債については公共事業じゃないから、それは違いますよ

ということでしょう。だから、公共事業債については平成２３年度、２４年度の国の補正予

算については全額後年度、あと国が全部見てあげます。地方交付税、基準財政需要額で見て
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あげますよということで、そんな説明の仕方をすればね、よくぴんとくるんだけど、あまり

にも専門的で詳しくてね、ぴんとこんやったわけな。だから私が言うのは私たちにでもわか

りやすく説明をしてください。 

花田財政課長 

もう１回説明しますけれども、補正予算債は国の補正にともなって地方公共団体が起こす

市債の総称を一括りとして呼んでいる、これが補正予算債でございます。この前申し上げま

した消防関係については国の補正ではなくて、地域活性化予備費という国の予備費の充用で、

補正じゃなかったものですから補正予算債ではないと、こういうふうに申し上げたとことで

す。そういうことで補正予算債につきましては先ほど申し上げましたとおり、後年度１０

０％基準財政需要額で補てんされると、こういうことでございます。以上でございます。 

［山田勝委員「了解」と呼ぶ］ 

（財政課退室） 

予算特別委員長（牟田学委員） 

午前中の審査を中止し休憩いたします。 

午後はおおむね１時より再開いたします。 

 

（休 憩 １２：０７ ～ １３：００） 

 

（農政課入室） 

予算特別委員長（牟田学委員）  

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

それでは農政課長に出席をいただきました。 

初めに、竹原委員の６款１項３目８節について質疑をお願いいたします。 

竹原恵美委員 

新規事業だと思われます未来につなげる阿久根市農業を創造する調査検討会、ひと・農地

プラン作成検討委員会出会謝金に対して、その運営などを教えてください。目標、運営を教

えてください。 

内園農政課長 

それではお答えさせていただきます。運営、目的ということでございますが、これは昨年

９月に補正予算ということで、年度途中ではあったんですが、補正予算で提案をさせていた

だいて御審議をいただいた分でございまして、２５年度が２年度目ということになります。

設置の目的ですが、これにつきましては、現在、阿久根市内における農業後継者の問題とか

耕作放棄地等、それらの問題とか、そこら辺の問題を含めた形で具体的な農業振興策につい

て、この未来につなげる阿久根市農業を創造する調査検討会で御審議をいただくという形で、

幅広く専業農家の方から兼業農家といった方々や関係機関、県とかＪＡとか市の関係、そう

いった構成メンバーによりまして、今後の具体的な阿久根市の農業振興策等についてを御検

討いただいて、具体的な提案等煮詰まった段階ではこれを市長のほうに御提案をいただくと

いう形で、予算化できるものは予算化していくというようなことを目的として設置させてい

ただいたところです。ひと・農地プランにつきましては、これも２４年度中に国のほうで政

策決定されたものでございまして、この中で、今後地域が抱える問題、そういったもの、人

とか農地、そういったものが一体的に地域は地域において今後どういう形で５年後、１０年

後と経過していく中で、その地域に応じた農業のあり方といったものを具体的に話し合いを

してくださいと。その話し合いをする中で具体的なプランをたててくださいというようなこ



- 185 - 

とで、そのプラン策定にあたってはその市町村ごとにこの検討委員会というのを設置しなさ

いというような決まりになってまして、国の策定された方針に基づいてこの検討委員会を設

置させていただいているところです。この検討委員会につきましては一番ひと・農地プラン

の中で、昨年、目玉となってましたのが青年就農給付金というのがあるんですが、新規に農

業に参画されるというような場合について、これを年間に１５０万円支給しますというよう

な制度がこのひと・農地プランの中に策定されたものでなければだめですよといったものが

ありましたので、代表的な分としてはそういったものはこのひと・農地プランの中にもある

のかなと。基本的には今言ったひと・農地プランの中で青年就農給付金のほかに、荒廃して

いく農地があったらその地域のだれに集積していくのとか、どこら辺に今つくってない農地

がありますよといった部分を調べた段階で、担い手といいますか、受けていただく農家をま

たその中で、集落の中で話し合いを進めていきましょうというような内容になっております。 

竹原恵美委員 

２つの委員会を今確認しましたけれども、委員はほぼ同じという状態ですか、それとも全

くちがう選任になってますか。 

内園農政課長 

それでは構成メンバーについて具体的に紹介させていただきます。まず、未来につなげる

阿久根市農業を創造する調査検討会、こちらのほうが農政課のほうが事務局を兼ねまして合

計３名程度入ってます。それと農業委員会１人、これ職員です。ＪＡから三笠、阿久根、両

事業から１名、それから阿久根市小組合長連絡協議会からお一人、次に阿久根市認定農業者

連絡協議会から一人、鶴翔高等学校から一人、市の農業青年クラブから一人、市生活研究グ

ループ一人、専業農家ということで３人。これは畜産とか普通作とかそういったジャンルか

ら３名、各一人ずついただいております。それから兼業農家を代表してお一人、それと新規

就農者ということで、ここ２、３年内に農業を始められた方から一人ということで、構成さ

ているところです。次に、ひと・農地プランのほうですが、阿久根市から、農政課ですが一

人、各一人です、以下。鹿児島県のほうから地域振興局の農政普及課、それとＪＡ、それか

ら農業委員会、これは会長です。阿久根市認定農業者連絡会、こちらも会長さんです。それ

から市内の大規模農家経営者ということを代表されて一人、それから法人経営者ということ

で法人を設立されている方の代表の方をお一人、それら市の生活研究グループ、これが女性

の方です。以下、あと２名ほど女性ということで、女性農業士一人、マルイ農協婦人部女性

ということでお一人、合計でこれ１０名なんですが、このひと・農地プラン作成検討委員会

のほうが国の指針の中で、構成メンバーの３割は女性で構成するようにという指導がありま

したので、１０名中最後の３人の方は女性の方をお願いいているところでございます。以上

です。 

竹原恵美委員 

結構、国、県の指導のもとという計画にも見られるんですけれども、その２つのプラン、

ぶつかることというか、その行き先は、結局ぶつからないためにはある程度の事務局の主導

があるかと思いますが、去年から始まったもの、内容はどのように進んでいますか。よく検

討は、このメンバーでよく検討を進まれてると、結果が今見出せてるという状態にあります

か。 

内園農政課長 

未来につなげる阿久根市農業を創造する調査検討会、こちらのほうが昨年、１２月３日に

第１回目を立ち上げたところでございまして、第１回目では要綱等、このような要綱でよろ

しいでしょうかというような内容と、構成メンバーはこれでよろしいでしょうかといった中
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で、当初専業農家は１名だったんですが、その検討の中でやっぱり各部門からあと２人ぐら

いはふやしてもらったほうがいいよねということで、そこら辺の中身についてを第１回目を

行ったところです。第２回目が３月中、年度末までに今計画しておりまして、この下旬に具

体的に今度は問題点を出していただいて、その問題点について検討していきましょうという

ことで、具体的には今進めているのは、前回、第１回目のとき、第２回目には鶴翔高等学校

からも委員に選任をいただいておりますので、鶴翔高等学校の生徒さん、農業の学科を学ん

でいる生徒さんに具体的に今後就農される意志があるのか、農業関係の大学に進まれるのか、

そういった部分の意向調査、あと将来的に農業に就農しないというときにどうして農業を選

択肢に入れなかったのか、どういった分を改善したら農業就農を考えていただけるのかとい

ったような内容でアンケート調査を取り組んでいくということで、これは第２回目の検討委

員会でその内容等についてまた御審議をいただく予定であります。一方のひと・農地プラン

のほうにつきましては、昨年、これも夏場に第１回目を行ったわけですが、これにつきまし

ては先ほど言いましたとおり、国の青年就農給付金、こういった部分について受給を受ける

という場合はその検討委員会で十分地域でお話し合いをされた分を、検討したものを国に上

げてくださいねというものがありましたので、一応、２名の方が青年就農給付金を受ける意

向がありましたので、その対象の方を中心とした説明会等をさせていただいた上でこの検討

委員会で正式に決定をしていったということで、これにつきましても第２回目、残った地域、

おおむね小学校校区で７校区でプランをつくっていく計画でありますので、その青年就農給

付金の該当者がなかった地区についてはこの３月中にすべて集落でのお話し合いをさせてい

ただいて、そののちにこの検討委員会を開くという計画でいるところです。 

竹原恵美委員 

委員会というのはある程度指導では、事務局の指導ではいけないけれども、ある程度の提

案、データ提案をしなければ集積が、手法がなかなか煮詰まりにくい、案が出てこないとい

うことはままあるんですけれども、先進地など進んでいるところ、情報がメディアでは聞か

れるんですが、そういう提案も十分に行われていますか、執行部してますか。 

内園農政課長 

２つとも今第１回目を開いたところですので、第２回目からだんだん深く掘り起こしてい

って、具体的なそういう部分についても当然審議をいただくということになろうかと思うん

ですが、ただ、ひと・農地プランの検討委員会につきましては、そこで十分議論をするとい

うことではなくて、地域でお話し合いをされてこういった方向づけをしていきたいよねと、

この地域ではこういった品目をつくって、こういう人用に農地を集積していきたいよねとい

うお話しがあった場合には、それをプランとして国に上げるものですから、そのプランが正

か否か、可否についてこれをそのまま上げていいんでしょうかということで、承認をいただ

く検討委員会ということでひと・農地プランのほうはお考えいただいたらよろしいのかと思

います。 

竹原恵美委員 

根本的に持っていき方が、この国の持っていき方なんでしょうけれども、ちょっと引っか

かったのが、やはり今の担い手というは自分の手のところだけではなかなか人数が出てこな

い、鶴翔高等学校からどのくらい残ってくるんだろうというのも怪しいぐらいの見込みでし

かないところに、地域限定で今計画積み上げていこうというふうに聞こえるんですが、そと

から入れる門戸として、このプランなり、この作成している委員会の中でつくられたことは

もっとオープンに、よそから入ってくることも行き先は考えられるというふうには設定があ

るんですか。 
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内園農政課長 

今、御質問いただいた部分につきましては、未来につなげる阿久根市農業を創造する調査

検討会、こちらのほうで十分おっしゃるような趣旨を含めてですね、受け皿づくりというか、

そういった分は阿久根市限定ということでなくて、阿久根市の農地を使って農業を今後やっ

ていきたいという意欲のある方については、大いにそういった部分については受け入れてい

かなければいけないなというふうに思ってます。 

［竹原恵美委員「はい、ありがとうございます。」と呼ぶ］ 

予算特別委員長（牟田学委員）  

６款１項３目８節の質疑を終了いたします。 

（農政課退室、市長等入室） 

それでは市長に出席をいただきました。 

初めに、議案第３０号中、山田委員によります２款１項８目１９節に関して質疑をお願い

いたします。乗合タクシーです。 

山田勝委員 

市長の出席をいただいていますので、今回ですね、市長、乗合タクシーについて何回も本

会議でも質疑をしましたし、そしてまた委員会でも質疑をしたんですけどね、非常に乗合タ

クシーを実施しまして３年になってですね、ものすごく喜んでいただいている人と、何で私

たちは使えないんでしょうかという不公平を感じている市民ていらっしゃるんですね。そう

いうことで、私だけじゃなくてほかの委員の方々も感じることは、やはり、そもそもは交通

弱者のですね、交通弱者の交通手段の確保でスタートしたことでですね、結果として国土交

通省の補助金をもらってですね、乗合タクシーという一つの事業をスタートしてるんだけれ

ども、これでは現在ある公共交通のあるところの人は使えない。例えば具体的に言えばです

ね、どうしても不便なのが田代の米次地区の人とか、あるいは木佐木野の人とかですね、あ

るいはこの付近ですと倉津の人とか赤瀬川の人、折口の人、どうしてもですね、交通弱者と

言われるような方がまだたくさんいらっしゃるんですね。そういう方々にやっぱり公平に税

金を、公金をあててですね、交通弱者対策をするためにはこのままではなかなかうまくいか

ないと。この付近でさらにこれをさらに充実するためにはね、福祉バス、福祉タクシーのよ

うなものに見直してですね、実施すべきではないかという話なんです。ですから、それにつ

いて市長はどう考えていらっしゃるのか、そしてまた、今後どのようにやっていこうと思っ

てらっしゃるのかをお尋ねしたい。 

西平市長 

山田議員にお答えいたします。乗合タクシーの、いわゆる使えない方々に対する具体的な

策についてどう考えているかというようなお話しだと思いますけれども、こちらにつきまし

ては本会議でも委員会の中でもありましたとおり、もともとは交通不便地域、ここの解消と

いうのが目的だったということは十分皆さん方も御理解いただいていることと思います。そ

してまた、昨年度から場所を広げてやってきたことも重々御理解いただいているものと思っ

ております。ただ、おっしゃるとおりですね、田代の奥のほう、一応路線が走っております

けれども、この路線のバスについても正直数が少ないと。木佐木野については近くにありま

すけれども、ここも正直ちょっと遠いところがあるんじゃないかと。いろんなですね、その

地区、地区に応じて問題があると思ってます。今回はまずは今検討しているところは落、馬

見塚、この地区ののをまず佐潟、遠見ケ岡、こちらのほうに走らせてみる路線を検討してみ

たらどうかという話はしております。そしてまた、米次地区とかですね、実際の今路線バス

が走っているところ、ここについては正直、既存のバスの会社とも協議をしないといけない
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んですけれども、例えば走っている時間以外の時間ですね、この部分で運行するということ

に対してはどうなのかとか、そういった協議をした上で話を進められないかということも今

考えているところです。おっしゃるとおり、例えば朝の７時とか、８時前ぐらい、早い時間

に出てしまうと今後帰ってくるのが１２時とかですね、そんなんじゃなかなか使えないとい

うような声も実際あります。ですので、そこをひっくるめて一体的に考えることができない

かと。ただそうなったときに、これはもうあくまでも仮の話になりますけど、既存のバス会

社が撤退するということも当然ながら考えられることだと思ってます。そうしたときにどう

いう対応をしていくかというのも考えないといけないと思います。そしてまた、福祉バス、

福祉タクシーという考え方をお示しになられましたけれども、このことについても正直必要

ではないかと思ってはいます。ただ、どの年齢までを対象にするか、あるいはどういった

方々を条件にするかということも検討しないといけないと思っています。７５歳以上を対象

に考えるべきなのか、６５歳以上なのか、そういったところも含めて今後検討していく必要

があると思いますし、補助する額ですね、これについても例えば月幾ら分を補助する、そし

てまたそれを１２カ月分ということになると多額の予算を伴ってきますので、こういったこ

とを検討していく必要があるんだろうと思います。ただ、１度この乗合タクシー事業をやり

始めた以上は、やはり市民の皆さん方の交通不便の解消、このことが目的でありますので、

何も交通が不便な場所のところの人だけではなくですね、山田議員が本会議でもおっしゃい

ましたけども、交通弱者といわれる方々、この方々の足の確保ということにも目を向けてや

っていく必要があるんだろうと、私は考えています。以上です。 

山田勝委員 

他の委員の方々にもですね、市長との質疑をしていただきたいんですけどね、例えば市長

が今、私は乗合タクシーでね、乗合タクシーでやれる場所、例えばね、一番一つの例を言い

ますとね、脇本のですよ、脇本の松ケ根、瀬之浦、あるいは深田、大渕川、桐野というとこ

ろの人はね、これで十分ですよ、今の乗合タクシーで十分なんですよ。ところが、たまたま

ですね、バス停があるばっかりにですよ、黒之上の人とかですね、黒之上の人ですよ、それ

から黒之浜の上のほうの大谷の黒山とかってあの付近の人なんていうのはね、全然恩恵を受

けないんですよね。だから、そのように市内、一つの例をあげればですね、これは乗合タク

シーをやったからわかったわけですね。乗合タクシーをやらなければわからなかった。乗合

タクシーをやって、その事業の対象になる地区、ならない地区あるじゃないですか。でも、

なる地区もならない地区もですね、でも交通弱者いることにはまちがいないでしょう。もの

すごく不便な思いをしている人には間違いないですよ。そういう方々の中でもですよ、市長、

あなたも言われる６５歳以上からしよう、７５歳以上からしよう、８０歳になってもですね、

８５歳になっても車にばりばり乗られる方は利用されませんよね。利用されません。だから、

一定のルールをつくって、一定の条件をつくってですね、私は福祉タクシーのような形でで

すね、なるべく市民に公平に使われる、使えることのできるような、そういうルールづくり

をしてですね、やれば本当に公平に、税金を公平に使って、そしてみんなに喜んでもらえる

ね、ほんと日本一の福祉タクシー、こういう過疎地でですよ。こういう過疎地で福祉タクシ

ーができると思いますよ。もちろん副市長は御存じだとだと思うけど、鹿児島市はね、みん

な電車で行きますよ。電車で１５０円で、１００円か１５０円でですね、市内ずっと回れる

じゃないですか、１年に、無料券があったりしてですね。そういうことから考えてこういう

阿久根のような過疎地で満足してもらうためにはね、これ以外ないというふうにわかったの

は乗合タクシーを実施してみたわかったことなんですね。ですからこれはね、早急に前向き

に取り組んでほしいと思いますよ。 
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西平市長 

今、あるルールのもとに運行したらどうかというお話しがございました。確かにですね、

その空白地帯にいらっしゃる方々、こういった方々が恩恵を受けられないというのはやはあ

り不公平がありますし、まずは乗合タクシーを利用していただくと。それが前提としてそれ

に恩恵を受けられないということに対して、また何らかの福祉タクシーということを回して

いく。これについて私も同意をするところ十分ありますので、今後しっかりと研究させてで

すね、条件面等々整備したうえでまた議員の皆さん方に御相談申し上げたいというふうに思

っております。以上です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

中面委員、関連ですね、今の。 

中面幸人委員 

今、市長のほうからですね、乗合タクシー、そしてまた今山田委員が言われたような福祉

タクシー面について今後検討されていくということでございますけれども、やはりですね、

私たちの地区でも去年の１０月からなりました桑原城地区対策ですね。特に桑原城地区の木

佐木野地区においてはですね、御存じだと思いますけれども、阿久根東郷線に近いあそこに

公園がありますよね、観音公園かな。あそこ辺りはですね、出水市なんですよね。住宅があ

りますけど、あれは阿久根じゃないんですよ。出水の地域なんですよね。だから、あそこか

らまだ奥にですね、約１キロぐらいなんですね、阿久根の飛び地というのがですね。だから、

そんなかあそこから１キロ離れたところからですね、実際、お年寄りの方がですよ、阿久根

東郷線のバス停まで本当に簡単に行けるのかという、これをもう思ったときにですね、本当、

まあせっかくしてくださったのに、ほかの地区はですね、何で自分たちのところはほんとに

そうです。それとあと陳之尾地区についてもですよ、ちょうど丸内地区との境にですね、そ

ういうお年寄りの方がいらっしゃるんですよね。だからまあ陳之尾地区のその人たちにとれ

ばですね、なんで丸内とか幾らも離れてないのに自分のところは別なのかねと、実際もうそ

うなんですよ。ただ、そういうふうに地区を広げたからというあれじゃなくて、ほんとに市

民が喜んでもらえるそういうやり方にですね、やっぱり変えたほうがいいと。ことしで３年

目ですけれどもですね、できれば早く、例えば今までの乗合タクシーはそれでも継続しても

いいし、そういうまた今適用されてない地区についてはそういう福祉型へもまた考えてもい

いし、やっぱり早急にですね、やっぱり検討ですね、ほんと早急な検討を私はほんとお願い

したいと思っておりますのでですね、早急にですね、ぜひ、ほんとに皆さんのお願いですか

らですね、市長も就任されて３年目になりますから、その前からずっと皆さんのそういう思

いでしたのですね、できればみんなが公平に使えるようなやり方に変えていただきたいと思

います。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

要望でよろしいですか。 

松元委員、これについて関連でしょうか。 

松元薫久委員 

ちょっとまあ聞きたいんですが、南国交通との交渉みたいなのはあるんですか。想定しう

る障害になるのはどういった問題があるんでしょうか。 

西平市長 

南国交通との交渉ということでありますけれども、特に交渉ということを設けてる場とい

うのはないと私は考えてます。ただですね、路線バスの赤字部分については御存じのとおり

補てんのほうを出しております。ですので、そういったときにある程度の意見交換というの
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はするんですけれども、実数がどうだったとかとかですね。そこを踏まえた上でのお話にな

るというふうに私は考えてます。もちろん、バス路線側のほうがですね、乗合タクシーのほ

うが仮に充実してきたとして、そちらのほうにお客さんがいくということになるとここを走

らせるわけには当然いかないわけですよね、状況としては。ですので、そうなると当然なが

ら撤退するというのが普通の考え方だと思います。ただ、南国交通が今維持をしていただい

ていることでどういったメリットがあるのかちょっと今資料を持ちあわせておりませんけれ

ども、そういったところがあるようであれば当然お願いしないといけないところもあります

し、そこを踏まえたうえでの対応というのが必要になってくる路線があるということで御理

解いただきたいというふうに思います。 

山田勝委員 

企画課長といろいろ話をする中ですね、乗合タクシーも公共交通機関としてのルールの中

で走るんですよと。そういうことだから逆にですね、タクシーが、市内のタクシー会社と契

約、タクシーが自由に走る分について何も規制はないんですよ、とこういうことでしょう。

だから、そこはね、やっぱりね、頭の中を切りかえてですよ、市長。例えば尾崎、弓木野に

行くバスにね、１日に何人の人が乗ってると思いますか。私はね、数えたことはないけど、

私が見る限り乗って一人か二人、乗ってない数のほうが多い。それは田代も同じです。それ

こそ公金を使ってですね、維持してもらっている。ただそれだけの話、現実にほんとに市民

が、市民の側から見たときに、住民の側から見ればですね、そこに出すよりもむしろその金

で、今さっき言った福祉タクシーとか乗合タクシーに出してくださいよっていうふうに市民

の側からみれば思っていると思いますよ。ですからね、ここはふんきってな、ふんきって前

に進む以外に私はないと思いますよ。皆さんに公平にああよかったねって思ってもらうため

には。ぜひそうしてください。企画課長、御意見を教えてください。 

花木企画調整課長 

乗合タクシーにつきましては前々から御説明申し上げているとおり、いわゆる公共交通機

関として区域運行型の乗合バスという定義になっております。そういうことから、いわば区

域を、運行する区域を定めて運行するということになりますけども、この区域を定める、ま

た運行形態についても公共交通会議という会議で協議をする必要がございます。今、阿久根

市が定めておりますこの公共交通の連携計画ですね、いわゆる連携という言葉を使っており

ますけれども、既存の公共交通機関、そらから新たに運行するこの乗合タクシー、そこら辺

を連携させるという意味合いの計画でありまして、バランスをとりながら実施していくとい

うことになります。この乗合タクシーについても、ちょっと横文字なんですがフィーダー系

の運行ということで、基幹の路線につなぐ形での運行というのが今の形態でありまして、そ

ういうのをもとに計画を策定しているということで、実施に向けてもそういう形で実施する

ということでございますが、今後はまたきめ細かなそういう対応をですね、いわゆる今山田

議員がおっしゃいましたそういう既存のバス路線の中で、実質的にどうなんだという問題も

あればですね、それについてまたそういう会議の中でこの乗合タクシーにそこを振りかえて

いくということについての議論もまた今後出るかもしれません。そういうことから、そうい

う議論を踏まえたうえで実施に向けて検討してまいりたいというふうに考えております。以

上でございます。 

山田勝委員 

ですからね、乗合タクシーでやれるところは乗合タクシーでやって、どうしても乗合タク

シーでできないところはね、福祉バスを使って市民に公平にね、交通弱者を、ここの交通手

段をね、確保するんだという考え方で進まない限り、この問題は市長、解決しませんよ。で
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すから、この問題は解決してでも私も何人かの人がまた言い続けると思いますよ。ですから

ぜひ市長の、市長が前向きに検討するというから安心してるんですから、それで取り組むと

いうことでしたら了解します。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

委員にお願いいたします。質疑は簡潔にお願いいたします。 

次に議案第３０号中、鳥飼委員により、２款１項１８目１３節について質疑をお願いいた

します。 

鳥飼光明委員 

一般質問で私はしたんですが、仮称の市民交流センターについて、市長はですね、市民会

館建設については位置は決定したと。そしてもう一つは市として最終方針を決定して、議会

に報告したいと、こういう答弁をいただきました。その後ですね、私は市民、それから建設

委員、そして消防のＯＢの方、いろんな方の意見を聞いて回りました。そうしたらですね、

まず市民はですね、議員の意見を聞かないで市長は決定するのはどうかなと、こういうのが

多かったです。議員は何のための議員かと、こういういろんなことを言われました。そして、

今度は委員の方に聞いてまいりました。委員の方もですね、市長は嵩上げの問題とかいろい

ろ言われましたけれども答弁では。到底それは無理であろうと。なぜならばですね、近辺の

住宅の問題とかいろんな問題が出てくると。私は一般質問で申し上げましたように、大潮の

ときはほとんどすれずれに潮が上がるそうです。そうしますと、標高２メーターの場合はほ

とんど１メーターちょっとしかないと。そういう中で、まず道路の問題も出てくると、意見

があったそうです。それから河川の問題も、河川を広くしなければいけないと。こういう問

題いろいろがあって、最終的には一人を除く委員の方で賛成したけれども、しかし、このあ

れは行政主導の感が大きかったと、こういう意見を聞いたので、私もまあびっくりしたんで

すが。それともう一つですね、いろんな意見を、ほかの意見をですね、新聞、テレビ等でい

ろいろしとるんですが、前釜石市の防災課長が発言はですね、明治から過去４回大津波にあ

い、その後、最強の堤防をつくったけれども役に立たなかったと。まず、津波が来たら逃げ

ることだと。そして施設については高台につくるべきだと、こういう意見をテレビで言って

おりました。そしてまた兵庫県の串本町のですね、町長は、まず役場もすでに移転、それか

ら病院も移転したと、とにかく南海トラフとかそういう問題で高台につくるべきだというこ

とで、新しく高台につくったと。それから、私はなぜこういうことを言うかといいますとで

すね、委員の方の意見もそれは大事です、答申も。しかし、私が一番言いたいのは、議員の

意見をなぜ聞かないでこういう決定をしたのかと。そのことについて私はいろんな調査をし

ました。ある大学教授はですね。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

鳥飼委員、もうちょっと。 

鳥飼光明委員 

いやいや、言わんなわからんじゃないですか。ぎりは言わんと。私も詳しくないので。そ

ういう意見をですね、多くの意見を聞くということはですね、大学教授なんかはですね、津

波で多くの犠牲者が出てから高台に移転するのではなくとですね、やっぱり公共施設は率先

して高台に建築すべきだと、こういう意見があるんですよ。そういうこともあるけれども、

まず私が一番言いたいのは、決定したけれども、市長は決定という答弁をしたけれども、議

員の意見を聞いてからですね、今の位置にするのか、そうかは別として、意見を聞いて、そ

して建設委員の意見も聞き、両方の意見を聞いて、市長のあとは権限ですね、市長が決定す

べきだと。そうしなければですね、市民は議員は何をしとっとかと、こういう意見まで出る
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んですよ。そういうことからして、私はこの問題についてはほんとは特別委員会等設置して

するべきだと、前もっては考えておりましたけれども、総務文教委員会でこの調査をして回

ったので、並行するのは議会基本条例に則ってやるべきだと考えておりましたけれども、実

際は総務文教委員会が調査をしとったので、これは今まで私は提言はしませんでした。そう

いうことからして、市長は最終的には議員の意見を聞いた上でこういう位置をする考えはな

いかということなんです。私のこの今の問題で総括の意見としては。それをお聞きしたいん

です。 

西平市長 

鳥飼議員にお答えいたします。まず、鳥飼議員におかれましては一般質問でも、昨年から

ですけれども、この場所についての御質問というのはありました。そこを受けまして建設委

員会の中では場所についてまず検討してくれというところで指示をして、建設地の答申をい

ただいたところです。そしまた、議会のほうから何も意見を聞いてないということをおっし

ゃいますけれども、実際は総務文教委員会のほうから出た御意見というものを委員会の中で

お話しはしております。もちろんそれを行政主導でやったかと言われれば行政主導でもちろ

ん委員会の意見というのを出しておるんですけれども、だからと言ってそこに何かの脚色を

したということは全くございません。話としては状況を、総務文教委員会として出てきた意

見をそのままお伝えして、その上で御議論いただいたというふうに私は聞いております。そ

してまた、情報提供等についても南海トラフで起きる状況、そういったものも克明に説明し

たと。また、今回委員長にお願いしております木方教授、この方はそういったところも一生

懸命勉強されている方で、嵩上げができないということを議員おっしゃいますけれども、そ

れについては工法としては何らかの対応はあるはずだということを私は委員長のほうから直

接話は聞いております。ですので、何も議会の意見を聞かずに進めているというとはないと

私は理解しております。議会の皆さん方の立場というのは我々執行部側と対をなすところで、

それは対をなすというのは別に対立するということではなく、私がもちろん最初で提案をさ

せていただきますけれども、そのことに対するチェック機関だというような話で前回もさせ

ていただきました。市が始めていくいろんな事業等々について、議員の皆さん方から御意見

等々を伺う機会は多数ございます。ただ、この方向性に同じ委員会の中に入って御議論いた

だくということについては、やはり、いささか問題があるのではないかというところは感じ

ます。と言いますのも、先ほども申し上げましたとおり、チェック機関でありますので、そ

の方々が委員の中に入ってこういう方向でいこうというものを決めて、じゃあ議会に出して、

そのことを可決する、否決する、そういったのは果たしてどういうものかということを考え

るところであります。なかなか御理解いただくのが難しいというふうに思いますけれども、

議会の皆さん方の総意として議会の意見を聞いてないということであればこれは大変失礼な

ことだというふうに思うんですけれども、議会の皆さん方にはしっかりとした形で判断いた

だきたいというふうに思っておりますので、何も議会を軽視しているということではござい

ません。議会の皆さん方の御助言はもちろんうけたまわりながら話しは進めていきますけれ

ども、まずはこの委員会で出てきた意見というのを私としては重要視していきたいと。その

上で議会の皆様方にお諮りしていきたいというふうに思っているところです。以上です。 

鳥飼光明委員 

今、市長の答弁でよくわかるんですが、議員の声も聞いたということでありますけれども、

それはですね、一般的に議員のみんなではいろいろ議論も何もしてないんですね、実際は。

実際はですよ。私自身はですけども、ほかの議員はどう考えてるかわからんわけですよ。総

務文教委員会では位置とかそういう発言はしたと思うんですけど、議事録を見らないとわか
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りませんけれども。いろいろ市民はですね、全くそういうのはわからん、一般質問を私はし

たのでね、わからないんですよ、一般質問は。それで、今後ですよ、私なんかはできるかで

きんかわからんけれども、特別委員会を設置して、その中で議員同士の議論をやって、その

中でどう出るかわかりませんが、そういうことを聞いてですね、そしてまた委員会の意見を

聞いて、そして位置決定、私は予算に反対は全くしておりません。これはもう当然きのうの

委員会でも言いましたけれども、２７年の完成を市長ははっきりと言ってるので。そういう

問題じゃなくて、一番大事なのはやっぱい位置をみんなでしなければ、最終は市長の権限で

すから、私は何も言うことはないです。しかし、議員のみんなの声をですね、どういう意見

があるか知らんでしょう。私も知りません、どんな一人一人の議員がどういう思っているの

か。それをした上での結論を慎重にやっていただきたいと。私はこれを思っとるんです。そ

ういうことだから、私なんか今からどうなるかわかりませんが議員の意見を聞いて、そして

建設委員会の意見としながら結論を出していただきたいと、これを今、市長に問うわけです

が。それでもだめなんですか、決定したらこのとおりもうやるんですか。そういうことはで

きんでしょう。 

西平市長 

今のお話しを伺っておりますと、総務文教委員会の出された御意見というのは一体なんだ

ったのかということをちょっと感じるんですが、私どもは総務文教委員会として出された御

意見というのは大変重要な意見だというふうに認識をしております。そこについて出された

ことについて、それはもう議員の方々同士のお話しになりますので、特別委員会を設置され

るかどうかというのは私が当然関与するところではありませんし、ましてはそういったとこ

ろに踏み込んで発言をするということはできないということは御理解いただきたいと思いま

す。 

鳥飼光明委員 

２６日の最終本会議で委員長が所管調査のですね、報告をされると思うんですよ。具体的

ないろいろなのはですね。中身はどうされるかわかりませんけども、委員会でいろいろやっ

たやつを所管調査事項を報告をされると思います。そういうことからしてですね、もうちょ

っとですね、市長が歩みじゃなくて、もうちょっと私は時間をほしいと言うんですよ。 

［山田勝委員「委員長、ちょっと中止してください。」と呼ぶ］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

休憩します。 

 

休 憩 １３：４６ ～ １３：５４ 

 

予算特別委員長（牟田学委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

松元薫久委員 

いろいろ意見が出て、議会側も市民交流センター仮称については、いろいろそれぞれの思

いがあるというのは十分伝わったと思うんですけれども、委員会の中でですね、企画課の課

長に伺ったんですれども、もう少し無作為にですね、市民の中から建設委員会というのを無

作為に５０人ぐらい選んで、委員会を設置できなかったのかと思うんですよ。全会一致で今

の場所につくってもいいというふうな意見を持つ委員しか集められなかったのかという、今

の場所でいいのかっていう不安がってる市民も結構いらっしゃるわけですよね、実際。だか

ら、建設委員会そのものがきちっと機能したのかなという不安がありますね、まず。僕も答
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申書は読みましたよ。括弧仮称としての名前なのに交流センターなんだから避難場所の考え

は必要ないんだというふうな流れで、最終的に津波を想定しない今の場所でいいだろうみた

いな話につながっていってるんですけれども、市長としては２０億以上かかるこの新しい箱

もの、市民みんながほしがっている文化センターですよね。つくるにあたって建設委員会の

メンバーですね。見ましたけれども、各種団体の代表みたいないつもの顔ぶれですよ。もう

少しですね、一般広く、市民一般に無作為な選定ができなかったのかと思うんですけど、市

長、どう思いますか。 

西平市長 

委員の選定についての御質問でありますけれども、それはもう市民全員が参加できれば理

想なんですが、当然ながらそうなると意見もまとまってこないというのが、これは重々御理

解いだけることだと思います。無作為に例えば５０人というお話しをされましたけれども、

じゃあその方々が本当に必要な方向性をしっかり認識したうえでの御意見をいただけるかど

うかというところもあろうかと思います。今回、委員の方々になっていただいた皆さんにお

いては、やはりそういう組織のもとで活動されてるということで、市民交流センター、こち

らについての御理解、あるいは自分が持っている意見、こういったものもお持ちであるとい

うふうに私は考えてこういった方々をお願いしたところです。今さら委員を選定し直すとい

うことは当然難しいところはあるんですけれども、その中で、じゃあ例えばそのほかの意見

をどうやって拾うんだという話になるんですが、そうなるとやはりパブリックコメントしか

ないのかなというところを感じるところです。あるいはそういった熱い意見を持っていらっ

しゃる方がいられれば、その委員の方々とお話しをされてもいいでしょうし、自分はこう思

っているんだということをお伝えいただければと思うんですが、回数的にはもう残り少ない

ということもあるので、パブリックコメントの中で残していただくのが唯一の方法かなと思

うところであります。 

松元薫久委員 

今のお答えはですね、かなり市民をばかにした内容であったかと思います。各種団体の代

表が文化センター、市民交流センターにですね、意見を持ってる。ほかの市民はあまりそう

いう場で意見が言えないんじゃないかというふうに受けとりましたけれども、こういうやり

方は、今新しいやり方として行政の課題とか政策とかというものを無作為に抽出した市民の

方たちに議論してもらうとわりと意見がまとまってくるというふうな手法が、今いろんな行

政体で使われてはいるんですよね。知らないんですか。だからもうこうやって、相当な額の

お金を投入する文化センターをつくるわけですから、せめてですね、今までの行政のやり方

とはまたちょっと違うですね、建設委員会をつくってもよかったんじゃないかなと私は思う

わけです。今さらですね、委員を変えろとか、そういうことは言いませんけれども、ここま

で議会側も紛糾するようなやり方をとってるというのだけはちょっと自覚しておいたほうが

いいのかと思います。以上です。 

予算特別委員長（牟田学委員）  

いいですか。 

次に、議案第３０号中、松元委員により、４款１項３目１１節に関して質疑をお願いいた

します。 

松元薫久委員 

子宮頸がんのワクチン接種について、健康増進課に対して質疑をしまして、最終的には市

長の考え方を聞かなければならないだろうと思いまして、総括質疑をさせていただくんです

けれども、平成２４年度は市が助成して無料接種できるようにしましたね。昨年度は国から
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の補助もあって、無料化という形でできたわけですけれども、今国のほうは定期接種化しよ

うという動きが国会の中であります。ただ、片方でですね、厚生労働省は医療機関に対して

このワクチンに対する注意喚起も行っていると。きのうも話をしたんですけれども、東京の

杉並区の１４歳の女子中学生がこのワクチンを接種して１年３カ月歩行障害になったと。相

当重たい副反応が出たと。これ接種した病院はですね、このワクチンによる副反応が原因で

あるということをきちっと言っておりまして、区議会で問題になって無料接種を行った杉並

区は接種の副反応を認め、この女子中学生に対して補償するということになってるわけです

けれども、以前も予算審議の中でこの子宮頸がんワクチンについてはちょっと危ないワクチ

ンなんじゃないですかっていうふうに伝えたんですが、その市長はどういうふうな認識持た

れてますか。 

西平市長 

子宮頸がんワクチンの副作用というお話しでありますけれども、確かに報告は以前からあ

ったというのは私も重々承知をしておりますし、今回、松元議員のほうからの情報提供でこ

ういった事案があったということを私のほうも知ったんですが、この子宮頸がんについて、

あとはじゃあどっちのリスクをとるかという話になるんだろうと思います。現在、子宮頸が

んというのは特に２０代から３０代の女性に一番多く発現しているがんですね。これは第１

位ということになっておりますけれども、日本では、私の手元の資料では約８，５００人の

女性が発症して、２，５００人が死亡していると。これは特に若い女性の方々に大変危険性

を伴うがんであるということを思っているところです。特に、若ければ若いほどがんの進行

というのは早いというのが通例ですので、なかなかこのことに対して向き合うということが

今までできなかったんだろうというふうに思っております。そこで子宮頸がんのこのワクチ

ンというのができたんだろうということでありますけれども、今申し上げましたような年間

の患者数とこの副作用で生じる数、そこをどう判断するかというのが一番大きな問題だろう

と思います。方やこのことをほっといて病気にかかっていく女性をそのまま放置していくわ

けにはいかないというのもあるでしょうし、松元議員がおっしゃるとおり、このことによる

副作用でですね、大きな障害を抱えられた方がいるということ、ここをどう判断していくか

というのが大きな問題だと思いますけども、私としましてはもちろんこのことについては保

護者の方々の同意というものが要りますけれども、子宮頸がんワクチンについてはある程度

進めていくということが市の健康増進にかかる部分では大きいウエイトを占めるんじゃない

かと考えているところです。 

松元薫久委員 

以前ですね、議論させていただいたときには、検診で早期発見すればいいじゃないですか

というふうに最終的には言わせてもらったんですけども、健康増進課の担当の女性の職員の

方も、今市長がお答えになったようなことを言われました。死亡率が高いがんなんだと、こ

のワクチンを打てばがんを発症しないんだみたいなことを言われましたけど、そもそもこの

ワクチンきかないじゃないのというところから僕発言してますので、あまり議論がかみ合わ

ないというのは最初っからわかってることなんですが、市としてはある程度このワクチンに

対するリスクは説明してますかっていうふうなことは確認したんですが、冊子をつくって医

療機関に置いて、ある程度の周知はしておりますと。今後２５年度から定期接種化されたと

してもですね、親の判断でさせるわけであると、きのうの答弁ですけどね。市の責任はない

というふうなニュアンスの答弁を受けたんですよ。仮にこれで補償問題に発展した場合、そ

うするんですかというふうなことも聞くと、保険に加入してますので補償問題になっても市

の支出、保険でカバーできるというふうな課長の答弁だったんですよ。当然、課長、職員が
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一人の議員からワクチンが危ないと言われたところで、国自体が動いてきてる接種を、促し

てきてるワクチンを職員がどうこうすることはできないわけですね。最終的に市長の政治的

な決断が必要だと思うわけですよ。市長は接種させていく方向でしかお考えを持ってないん

ですが、その後調べるとですね、先ほどの杉並区の女子中学生以外にもですね、同じような

歩行困難、重たい副反応を受けた女子中学生がおりまして、そこの自治体も全国市長会の予

防接種事故賠償保険に入っていたと。自治体がこの問題に対してここの保険に申請したんで

すが、適用にならないとしてですね、突っぱねられてるわけですね。このワクチンの危険性

というのは結構もう被害者の会ができてるぐらいだいぶ運動としては盛り上がりが出てる。

それぐらい重たい副反応が出た女の子たちが多いんですけれども、先ほどがんが発生するリ

スク、がんで死亡するリスクとワクチンを接種した副反応のリスクを比較しておりましたけ

れども、問題が全く別だと思うんですけれども。今、その保険の件とですね、もし阿久根市

で同じような重たい副反応が出た場合ですね、国に対して今の段階で定期接種化される前に

ですね、問題提起するべきなんじゃないかなと思うんですけれども、市長、どう思いますか。 

西平市長 

このワクチンという考え方ですよね。当然ながら、いわゆる病原体になるわけですよ。不

活化ワクチン、生ワクチン、いろいろありますけれども、こういったものをやはり体に接種

する上で自分の免疫機能を高めるというのが当然ながらワクチンのあり方というのは十分御

理解いただけると思います。ですので、この方法が本当に正しいのかどうかということは総

体的に国民の健康増進を考える厚生労働省が判断することになるんだろうと思ってます。も

ちろんそれよりもいい薬が開発されてですね、それが一番きくというような話が一番いいで

しょうし、何よりも先ほど松元議員からもありましたし、私も答弁で漏れてしまったんです

が、定期検診を受けるということ、このことがですね、やはり大事だというふうに私も認識

をいたします。ただ、そこをどちらのほうが総体的に見ていいのかということで判断するこ

とも行政を預かるものとしては当然ながら判断をしないといけない案件だと思います。もち

ろんそういったことがないにこしたことはないんでしょうけれども、そういう副作用が出た

ときの対応、そういった副作用が出るかもしれないというのがわかっている上でこのことを

しないといけないのかというようなお話しになりますが、やはりワクチン接種によるリスク

の回避ということのほうが大きいという判断のもと、今やらざるを得ないのかなと。もちろ

んこのことによる補償問題とかですね、そういったものが発生をすることは当然ながら考え

られます。ただ、もし、そういったことが発生したときには、当然、市としては精いっぱい

その方に対して真摯にと取り組んでいかないといけないというふうに思っておりますし、そ

こについてはそういう状況にならないと正直どういう対応になるかというのは今の時点では

申し上げられませんが、何よりもこの女性の方々がこういう回避できるかもしれないリスク

を抱えてらっしゃるということであれば少しでも回避させてあげたい。そして健康に子供た

ちを産んでいただいて、何よりも少子高齢化に少しでも歯どめがかかればという思いでやっ

ている案件でありますので、そういったことで御了解いただきたいというふうに思っており

ます。 

松元薫久委員 

納得できないですね。ただ市長の責任でもないわけですよ。これは国が矛盾してると思う

んですよね、はっきり言って。阿久根市もその一端を担わされてるという理解をしてるんで

すね。市長のせいでもないし、職員のせいでもないんです。これは厚生労働省、国の問題で

すからね。ただ、今のような市長の考え方は真摯に対応しますというふうなそういう、そも

そもこういう、全く性交渉のない女の子たちにこのワクチンを打つわけですよね。そのあと、
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この子たちがある年齢に達してですね、そういう行為が続くと子宮頸がんのウィルスが入っ

てくると。ほとんどの女性が持ってるという話なんですよね。そもそもその性教育がきちん

と子供たちに行き届いてんのかって、                         

                           

［発言する者あり］ 

           だけど、原因はその人の生活習慣、人間関係の中で発症してくる

わけですから、この病気自体はですね。だから僕は検診に重きを置くべきであって、自治体

の負担もふえてきた。２５年度は国の助成はないわけですよね、ワクチン購入に対する、接

種に対する。だから阿久根市独自の財政的な負担もふえてきてる。片方でそういった問題が

発生した場合、その子に対して補償しないといけないのかっていうふうなことになったとき

にですね、じゃあ国に対して、これは薬害問題に発展しますから、どうしてくれるんだとい

う話。そうやって何か問題がふえてからですね、そういう女の子がぼこぼこぼこぼこ全国で

出てきてからようやく重たい腰をあげるというふうな、今までの、いつもどおりの薬害の展

開になるんじゃないですかという心配なんです。やっぱり一つの自治体として議会としてこ

れだけうるさい議員がいますから、何とか国ももう少し考えを改めたほうがいいんじゃない

ですかというふうな意見は出していいんじゃないかということで総括で市長にお聞きしてる

わけなんですけど。これ以上言ってもしょうがないですから、最後、市長のほうから何かあ

ればですね、何もなければ結構です。 

西平市長 

先ほど来申し上げておりますように、このことについては女性の特有のがんです。こうい

った方々を少しでも守られるように考えられてワクチン接種を行っていくわけですので、こ

のワクチン接種の両方の危険性ですね、受けなかった場合の危険性、受けた場合の危険性、

このことの周知には徹底して努めるということ。そしてまた、何よりも検診も受診していた

だきたいということで、今後の健康増進行政のほうは進めてまいりたいと思っております。

以上です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

よろしいですね。 

この際暫時休憩いたします。 

 

（休 憩 １４：１３ ～ １４：２５） 

 

予算特別委員長（牟田学委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

ここで松元委員より、先の発言で一部取り消しの申し出がありました。これを許可いたし

ます。 

［発言する者あり］ 

次に、議案第３０号中、出口委員より４款１項４目８節に関して質疑をお願いいたします。 

出口徹裕委員 

それでは委員長より簡潔にとありましたので簡潔にしたいと思いますが、ごみ減量推進協

議会出会謝金なんですけれども、ごみ減量に取り組んでる中で、この協議会のですね、話し

合いの中でですね、あまり、先日話をしたんですけれども、何パーセント削減とかですね、

具体的な目標が上がってきてないような感じなんですけれども、これに関して市長はどのよ

うにお考えですか。 
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西平市長 

この目標というものは現在数値として上がってきておりません。 

出口徹裕委員 

出水なんかで言いますと２年間で４０％ですかね、大きな目標をたててですね、取り組ん

でいってるような形になります。市長もお子さんをお持ちでですね、子供の世代とかもいろ

いろ考えた上でごみ減量には取り組んでいかないといけないと思われてるお一人だと私は思

ってます。以前も一般質問等でも質問させていただきましたけれども、取り組んでいかない

といけないと。実際、このごみ減量に出水とか長島とかですよ、取り組んでいけば阿久根市

だけが目標を持たないままでやっていけばですね、負担がまたふえてくると私は思ってるん

ですよ。ですから、市長もある程度はやっぱり目標も持ってもらいたいという意味でですね、

所管課にもっとハッパをかけるべきだと思うんですけれども、その辺りどうなんでしょう。 

西平市長 

この目標を持つということは大事だと私も考えております。出水市のほうは年間２０％を

２年、積み上げで４０％ということで話は聞いておりますけれども、例えば阿久根市におい

てはですね、やはり家庭ごみの水分をいかに減らすかというのが一番大きなことだと思って

おります。これは阿久根市に限らずですけども。例えば阿久根市の家庭から出てくるごみが

３，８９０トンほどあります。その中の４０％が台所ごみと言われていますけども、この８

割が水としたときに約１，２００トンの水をむだに燃やしているというようなのが私は現状

だと今考えています。１，２００トンの水をですね、年間燃やすというのはとんでもないこ

とで、これを少しでも減らすということが今回段ボールコンポストのほうの普及ということ

で提案させていただいておりますけれども、考えるところです。実際、私も生ごみというの

は自宅の農場のほうで肥料のほうに混ぜてですね、やったんですけれども、段ボールコンポ

ストのほうをやってみました。そうするとものすごい量が当然減ります。これがもし家庭で

行われるということになりますと、ごみを出す方もですね、量が少なくなりますので、運ん

でいく手間もちょっとでもやっぱり軽くなると思いますし、実際、やってみますとふえるだ

ろうと思いながら投入をしてもほとんどふえません。これを続けるというのは大変効果があ

るというふうに私も実感したからこそ、当初、１００でしたかね、２００でしたかね、原課

のほうでは言ってきたんですけれども。それじゃ足らんだろうということで、少なくとも５

００はやんなさいということで指示をしたところであります。このことでどれだけごみが減

るかというのはまだ何とも言えないところですけれども、どの会でも申し上げておりますけ

れども、とにかくやってみないと効果が見えないということもありますので、まずはこのこ

とについてはやらせていただきたいということで議会に提案させていただきました。数字目

標についてもですね、早い段階で決めなさいということは話をしております。協議会の中で

具体的にどのくらいの数字にするのかということを現在検討しているということであります

ので、極力早い段階で数字目標を出して、別にほかの自治体とですね、足並みを揃えるとい

うことにもならないでしょうし、むしろ踏み込んだ削減ができればそれについてよしとしな

いといけないですし、ただ、無謀な目標を上げてもこれもまた話になりませんので、協議会

を踏まえたうえでのしっかりとした目標を出していただきたいというふうに考えているとこ

ろです。以上です。 

出口徹裕委員 

今の言葉を聞いてですね、いつもだったら足並みを揃えてという言葉が、横並びでってい

う言葉が出るのが、率先してほかのより減らすことができればというふうに私は今認識とし

てとりましたけれども、それでよろしかったですね。委員会といえどですね、先ほどから行
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政主導とかいろいろ出てきますけど、この数字というのは特にやはりわからないと思うんで

すよね。だから、何パーセントぐらい、どれくらい減らせるというのはやっぱりその課が中

心となってですよ、指標というのはある程度やはり持ってないと、普通に市民の方にこれが

できますか、できませんかっていうとやっぱり面倒ですからしたくないですよ。それはもう

当たり前。一つ一つ分けて捨てるとかというのをですよ、そんな面倒くさいことはするか。

それはもうやはり今まで生活してきてる中で当たり前のことですから、これくらいは削減が

できるはずなんですがっていう形でやっぱり持っていくべきだと思うんですね。でないと、

話は全然前に進まないと思うんですよ。今までまぜて捨てて、それを持っていってくれて、

お金を払いさえすれば捨ててくれる。それはもう便利です。もうこしたことはないんですが、

今後、新焼却処分場をつくりますよね。そうしたときに、前回までの大きな計画より、やは

り減らしていこうというのをやっぱり阿久根市としてもですね、持ってないといけないんで

す。それはもう出水、長島も含めてですけどね。そういう面でもやはり市としてもある程度

の考えというのを示してやっていかないと、これはもう楽なほうに、楽なほうにいきますか

ら、そこらをですね、しっかり所管課にもですね、数値を出して減らす方向で。処分場が小

さくなれば市の負担もまた減るわけですよね。市長が言われるように生ごみも減れば油もそ

んなに投入しなくても燃えるわけですから、そこらをですね、もう１回課長にしっかり話し

てもらえるでしょうか。 

西平市長 

このことについてはですね、常日ごろから課長には話をしております。目標についてしっ

かりと数字を出していくべきという議員のお話しですので、これはもう議員の希望だけじゃ

なく私もそう思っておりますし、しっかりとした数字を出してですね、前向きにというか前

進しなければこれは意味がありません。取り組んでいくということは大事だと思っておりま

す。ごみの焼却処分場の問題のほうもありますけれども、それ以外に今２市１町で出してる

負担金、これの軽減にもつながっていきますし、当然ながらですね、市民の方々に対して十

分財源としてバックできるような、もっとほかのことに使えるようなお金になっていきます

ので、周知徹底もしながら、職員が率先してですね、いろんなところに出て行って、出前講

座等もありますので、そういったのも開催しながらですね、市民の皆さん方にごみの減量化

をしっかり伝えていきたいと。また、これについては昨年も伝えていくことで話をしており

ますし、何も今やってないということでありませんので、御理解いただきたいというふうに

思っております。 

出口徹裕委員 

とても前向きな発言をいただいて非常にうれしいんですけれども、長いことかけずにです

ね、なるべく早くどういった方向で、これをまた１年やってても意味がないんですよね。だ

から早く目標決めて、できないのであればそれのやり方を変えいていくとかですね、決めた

から、はい、終わりというのではなくて、早い時期に決めて、やっぱりうまくいかないなと

いうところも見ながらやっていくべきだと思ってるんですよ。ですから、ほかのところがあ

る程度目標たててきてますから、それに負けないように、はっきり言ってそれに勝つように

ですね、やってほしいと思ってます。私のほうは以上です。 

［発言する者あり］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

関連でよろしいですか。 

中面幸人委員 

出口委員の質問に関連してでございますけれども、今、先ほど市長のほうからですね、目
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標を決めて阿久根もやろうということでございます。当然、この問題はやっぱり２市１町、

広域で２４年度から取り組んだ問題でございますのでですね、当然そうすべきと。私はもう、

出水の場合は最初の年にですね、２４年度に２年間で４０％減量するという目標を掲げてお

りました。阿久根の場合、このあいだ課長に聞きましてもまだそういう数字はあげてない状

況という状況でですね、当然、そういうふうに２市１町が足並みを揃えてこそですね、広域

行政ですのでやるべきだと思いますので。ただ、あと私は目標はですね、簡単に数字は決め

られてもですよ、先ほど出口委員のほうから言われましたように目標値は簡単に決められて

も、あとは市民の考え方、意識の持ち方だと思うんですよね、市民が。当然、今まで市民は

自分がここに負担金を出してるわけでもないわけですから、目に見えてですね。これが例え

ば分別して出すことによって手間がかかるわけですから、だからもうこの辺あたりでやっぱ

り市民の意識が変わらなければですね、早急には進んでいけないもんだと思います。そこで、

そういう具体的にですね、市民のそういう意識を変えるとか、そういうことについて何かお

考えは今持ってらっしゃいますか。 

西平市長 

市民の意識を変えていただくということで実は私は段ボールコンポストに取り組んでいた

だきたいということで提案をしております。実はですね、私もそれまでごみの分別、もちろ

んある程度やっておりましたけれども、ある程度ここまではどうかなというのは一般ごみに

まぜて出してたということも正直ありました。ところがこの段ボールコンポストを始めてか

らですね、生ごみに一緒にたまに間違えてプラも入ったりするんですけれども、そういった

のもやってるとですね、これが神経質になるくらいとらないと気が済まなくなってくるんで

す。私、どっちかというと神経質なほうじゃなくて大ざっぱなほうなんですけれども、私自

身もそういう思いを持って、そうなってくるといろんなプラとかそういったものに今度は気

が向いてしまうんですね。どうしても分けないと気が済まないといいますか、そういった効

果は十分あるんだろうと考えます。一たんこのごみに向き合うとそれを減らせることによる

充実感というは、何か社会に貢献したんじゃないのかなというような気持ちも出てくると思

いますので、そういったことから言いましても、この段ボールコンポストにはまず多くの方

に応募していただいて、もし、場合によっては多くの方がまだいるんであれば途中で補正を

組むのも当然しかるべきだというふうに思っておりますし、そのときにはまた議員の皆さん

方に御提案して議論いただきたいというふうに思っているところです。 

中面幸人委員 

例えば生ごみの水分を減らす方法も一つの方法であり、例えば近くの水俣市もですね、今

４０％以上の減量をされてると思います。ここは２４品目にですね、分けて、リサイクルと

かですね、そういうふうに品目を分けて頑張ってらっしゃる。そしてここはですね、曜日を

決めてですね、小学生、中学生、高校生と、そういう人たちまで参加してですね、取り組み

をされていると。そこまでしないとやっぱりそういう分別は目標は達成しなというふうに思

うところでございますけれども。例えばですね、今先ほどコンポストのことを市長は言われ

ましたけれどもですね、例えば３Ｒといって、リサイクル、リユース、リデュースというの

がありますよね、３Ｒ。こういう取り組み方も全体的にやっていかないとですね、やっぱり

私は難しいと思いますので、その辺あたりをいかに市民が意識を変えるという取り組み、そ

こからやっぱり始めなければならないと思いますので、今後早急にですね、やっていただけ

ればと思ってます。それと一つですね、今、新焼却処分場の話も出ましたけれどもですね、

私も広域議員でありますので、今、全協のほうでちょっと餅井から候補地が変わった話も、

市長のほうから話もありましたけれどもですね、やはり、２４年度から２市１町でごみ減量



- 201 - 

大作戦を始めたわけでございますけれども、私はそういうごみ減量の実績を見てですよ、ご

み減量の実績を見て、やはり新しい焼却処分場のそういう施設については、規格等は決める

べきじゃないかというふうに私は思っているわけなんですけど。ただ、今、例えば丸内地区

の、いえば問題で３０年度まで移転しなきゃならないという問題もありますけれどもですね、

その辺あたりを私は含めてですよ、考えるべきじゃないかと思うんですが、その辺あたりは

どういうふうにお考えですか。長く言うからわかりません。簡単に言いますけれども、例え

ば、ごみ減量大作戦の実績を見て新しい焼却処分場の規格等は決めるべきじゃないかという

ふうに思うんですが、市長はその辺考えはどうですかということです。 

西平市長 

これについては広域議会の話ですので、これについて、今、市のところで話をすることじ

ゃないかと思っております。 

中面幸人委員 

いつもですね、広域の問題だからって言われるんですよね。私は違うと思うんですよ。私

は各自治体がですね、阿久根の場合は２億以上負担していますよね。当然、これは過去の実

績に基づいて広域のほうから、組合のほうからそういう予算の上がってくると思うんですよ。

それをやはり各自治体はですね、やっぱり詳細にわたって、やっぱり私は検討すべきだと思

うからこういう話をするんですよ。ただ、組合からこれだけの予算を要求したからって、何

も検討しなくて出していいんですか。いつも、私はこの場、最初からですね、私は言うんで

すけれども、これは広域の問題だから広域でて言われますよね。でも、私は各自治体の首長

もですね、ちゃんとした考えは持つべきだということを私は言ってるんですよ。 

西平市長 

私は別にこのことを広域に丸投げしているわけでは全くなくて、広域では広域でちゃんと

ものを申し上げております。それはもう議事録を見ていただければわかると思いますけれど

も、ただ、ごみの焼却処分場の規模をという話になると、阿久根の市議会で議論することで

はないということを申し上げてるだけで、何もそういった意識を持ってないということでは

ないということは御理解いただきたいというふうに思います。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

中面委員、もうちょっと簡潔に。 

中面幸人委員 

この議会でその規模を決めるというじゃなくて、やっぱりそういう考え方をやっぱり持つ

べきじゃないかと私は言ってるわけです。例えば、せっかくこういったごみ減量大作戦をや

ってですね、ごみ減量をしようとしているわけですから、当然、今のごみの量よりごみ減量

することってごみは少なくなってくるわけですよね。そうした場合に、機種等のやっぱり規

格等もちっちゃくて済むわけですよ。だからそういうことで、やはりそういうことによって、

やっぱり早急に急がなくてもそのごみ減量の実績を見て決めるべきじゃないかなということ

を私は言う。まったく別な考えでいいんですか、そうすると、各自治体は。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

中面委員、関連はわかりますけど。 

［発言する者あり］ 

中面委員、中面委員、関連はわかります。でも、今回、この予算に関して、一般予算に関

してだけ質疑をお願いいたします。 

西平市長 

このごみの焼却処分場の大きさについては、当然その当時、当時の社会状況をかんがみて
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いろんなものは計画されるわけですから、ごみの量が減ったようになればそれなりの規模に

なるでしょうし、人口がふえるということはなかなか難しいかもしれませんけども、それと

また逆の状況が生まれてくるようであればそういうことになるでしょう。それぐらいしか私

の状況では申し上げられないとしか言いようがないんですよね、今のこの状況では。このこ

とをゆっくり議論している時間も正直ないんだと思います。おっしゃったように平成３０年

度の末で切れるわけですから、そこをじゃあ何年あとゆっくり議論するのかということには

当然ならないわけですから、そこについてはその当時、当時の状況を見て適切な判断を下し

ていくというのがあり方だというふうに私は考えます。以上です。 

中面幸人委員 

いいあれだから。広域行政のですね、議会というのは阿久根が３名いってるんですよね。

だから、こういうのをですね、具体的に議論する場って本当はないんですよ。ないんです。

だから私はまあこの場でですね、各自治体の場で広域のことを別に議論せんでいいのかなと

いうから言うわけですよ。だから、広域のことは広域でて、そういうわけじゃいけないじゃ

ないですか。そこ辺あたりをちょっとやっぱり市長なんかも、先ほど笑ってらっしゃいます

けど、私はそういうふうに思いますよ。２億幾らお金を出すわけですから、やっぱり真剣に

私はもう考えるべきだと思いますけどね。だから、今、ごみ減量の話が出てるから、出てい

ますから、だからそれとつながっていきますよね。今後の新しい焼却処分場のことであって

も、それはつながっていくわけだから、その辺たいの認識はやっぱりしとくべきじゃないで

すか。 

西平市長 

広域議員になられてる方々が３名いらっしゃいますけれども、そこの中での議論というの

はなされてないのかどうか、私どももちょっと把握をしませんので、何とも言えないんです

けども、そういった報告を議員の皆さん方同士でお互いされるというのも一つの手ではない

んでしょうか。私は広域行政組合の理事ということで当然参加をさせていただいております

し、その中で出てきた意見というのは常々関係課長のほうには話をしております。ですので、

そういった中で問題が出てくるようであれば前回のように広域の負担金の問題とかですね、

そういったものがあるたびに話をしますし、当然、ごみ処理場の建設がいよいよ進んでいく

という話になると議員の皆様方にも全協を通じてお話しをしたり、あるいは予算が絡むとき

になると議員の皆さん方に議決をいただくということになりますので、そういった形で何も

議論をしていないということにはならないんじゃないかと思います。あとは議員の皆さん方

の御意見を集約して、それで広域の行政事務組合の議会に御出席なさっているというふうに

私は認識をしておりますので、そういったところで御発言いただければよろしいんじゃない

か思っているところです。 

中面幸人委員 

そういうふうに、私はもう以前からですね、広域のことは広域でっていうふうなことを言

われるから、実はそういうこともあるんですってことはこの議会でですね、皆さんに知って

もらえばいいですよ、それで。 

［発言する者あり］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

関連ですか。質疑は簡潔にお願いします。 

竹原恵美委員 

先ほどの５００個の段ボールコンポストなんですけれども、これの利用者というのは市職

員、また議員というのは。私は自分たちが利用することで広告になるというのは意味がわか
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るんですけれども、この補助の予算、この予算を使っての広告は計画側、いえば議会や職員

というのは計画側であるので、この市の計画の５００個を使うのは不適切ではないかと思う

んですけれど、運営としては市長はどうお考えですか。 

予算特別委員長（牟田学委員）  

竹原委員、ここで申し上げます。今の質疑がですね、ごみ減量推進協議会出会謝金の件に

関して質疑をしておりますので。よろしいですか、それで。 

［竹原恵美委員「了解」と呼ぶ］ 

いいですね。 

次に議案第３０号中、山田委員により、８款２項２目１８節に関して質疑をお願いいたし

ます。 

山田勝委員 

９０ページのですね、土木費、道路維持費の中の１８節、これはもう委員会でも申し上げ

たんですけど、備品購入費、データコレクターの購入費についてですね、去年の７月に壊れ

ていたと。今回当初予算に出されるという話を聞いてですね、特にこういうような機器は日

進月歩発達しているので、もう壊れたらすぐ買えるようなですね、買うような、そういう態

勢でやってほしいと思って、そういうことで、建設課長も前向きにとらえてくれましたけれ

ども、市長のほうからもですね、これだけじゃなくて、ほかの機器もですね、こういうふう

に壊れて不能になったら特に、特に今建設関係の測量機器はですね、ほんとにものすごく必

要な時期ですからね。それはもう遅れることなくすぐ買うように、もう専決でも、予備費で

も何でもいいですから買ってくださいって、買えて言ってくださいっていうふうにお願いし

ようと思って言いました。 

西平市長 

このことについては経緯等々も話を伺っております。原課としましては極力使えるものは

使って、むだとは言いませんけども、経費の削減に努めたいという意味合いもあって申請を

なかなかしてこなかったんだというふうに私は考えております。ただ、２５年度については

補正予算のほうもつきまして、工事のほうの事業も多くなってきております。そこもかんが

みましてでね、こういう機動力を発揮するためにどうしても必要な物については、額にもよ

りますけれども、予備費をうまく使ってですね、対処していけばいいと私も考えております

し、そういったことであれば何も議員の皆さん方もとがめることもないだろうというふうに

思いますので、判断をしたうえでしっかりとした執行をしていきたいと思っております。じ

ゃんじゃん買うということには当然いきませんけれども、予備費の活用できるものについて

はしっかりとした活用してやっていきたいと考えます。以上です。 

［山田勝委員「お願いします。」と呼ぶ］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

以上で、議案第３０号から議案第３６号までの質疑をすべて終結いたします。 

（市長等退室） 

議案第３０号について、竹原委員より会議規則第１０１条の規定により、修正案が提出さ

れました。 

書記に修正案を配布させます。 

（修正案配布） 

この際、提出者の説明を求めます。 

竹原恵美委員 

平成２５年度の一般会計予算に対して、内容は市民会館の設計業務委託です。いろいろ事
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業の今年度の説明を受けましたけれども、交流センターはこの場所で、この規模で本当によ

いのかという検討がなされていたでしょうか。４つほど検討してみました。委員会は本当に

機能をしているか。２つ、古いデータと当時の要望に基づいた計画に沿うだけの委員会にな

っていないか。市の財政状況や将来の人口見込み、高齢化率を正しい情報を委員にわたして

わかっていただいたうえで判断をしているのか。委員会は執行部主導で行われていないか疑

念があります。私は建設自体に反対ではありません。阿久根市に本当にあった交流センター

建設の計画、段取りが必要です。今、議員も特別委員会を立ち上げて検討していくという考

えの方もいらっしゃいます。議員は市の財政に明るくて、市の将来をずっと考え続けていら

っしゃる先輩方も多くいらっしゃいます。これから議会は検討を重ねていくと思われます。

執行部側は検討委員会の機能、プロセスをもう一度見直して、現状は手段は合っているけれ

ども実態が不足していると思われます。もう一度見直してこの一般会計からこの事業をはず

して、分離して、改めて検討した後、提案をしていただきたいと思っています。内容です。

ページ、一般会計のページの４５ページです。４５ページの委託料、８，２１０万５千円を

減額し、それに対応する繰越金、市債を同じく減額するものです。以上です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

提案理由の説明は終わりました。 

これより修正案に対する質疑に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

質疑なしと認めます。 

これをもって修正案に対する質疑を終結いたします。 

これより、議案第３０号及び本案に対する修正案について討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結します。 

これより議案第３０号平成２５年度阿久根市一般会計予算について、初めに竹原委員より

提出された議案第３０号に対する修正案について、挙手により採決いたします。 

本修正案に賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

挙手少数であります。 

よって、修正案は否決すべきものと決しました。 

次に、原案である議案第３０号について、挙手により採決いたします。 

本案に賛成の委員の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

挙手多数であります。 

よって、本案は可決すべきもの決しました。 

 

○［議案第３１号 平成２５年度阿久根市国民健康保険特別会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

これより、議案第３１号を議題とし、討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３１号平成２５年度阿久根市国民健康保険特別会計予算について採決し

ます。 
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本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３１号は可決すべきものと決しました。 

 

○［議案第３２号 平成２５年度阿久根市簡易水道特別会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

これより、議案第３２号を議題とし、討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３２号平成２５年度阿久根市簡易水道特別会計予算について採決します。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３２号は可決すべきものと決しました。 

 

○［議案第３３号 平成２５年度阿久根市交通災害共済特別会計予算］ 

これより、議案第３３号を議題とし、討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３３号平成２５年度阿久根市交通災害共済特別会計予算について採決し

ます。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３３号は可決すべきものと決しました。 

 

○［議案第３４号 平成２５年度阿久根市介護保険特別会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

これより、議案第３４号を議題とし、討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３４号平成２５年度阿久根市介護保険特別会計予算について採決します。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３４号は可決すべきものと決しました。 

 

○［議案第３５号 平成２５年度阿久根市後期高齢者医療特別会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

これより、議案第３５号を議題とし、討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 
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これより、議案第３５号平成２５年度阿久根市後期高齢者医療特別会計予算について採決

します。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

よって、議案第３５号は可決すべきものと決しました。 

 

○［議案第３６号 平成２５年度阿久根市水道事業会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

これより、議案第３６号を議題とし、討論に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第３６号平成２５年度阿久根市水道事業会計予算について採決します。 

本案は原案のとおり、可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

よって、議案第３６号は可決すべきものと決しました。 

 

以上で、当委員会に付託されました案件はすべて議了しました。 

お諮りいたします。付託されました案件に対する委員会報告書の作成及び委員長報告につ

きましては、委員長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認め、そのように決定しました。 

これにて予算特別委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

（閉会 １５時０４分） 

 

           予算特別委員会委員長 牟 田   学 

 




